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第 1章 調査の概要 

 

1.1 調査の目的 

ガス瞬間湯沸器、ガスこんろ等のガス燃焼機器については、利用者の利便性等を踏まえ、各機

器メーカーが様々な機能等を付加した製品を販売している。 

昨年、技術基準を検討した遠隔操作機能については、近年、通信インフラ等の整備により、各

機器メーカーから様々な機能を付加したものが販売されてきており、これらに対応するため、技

術基準の整備を行った。遠隔操作で操作する機能の中には、タイマーや温度調整等のガス機器を

自動で運転・制御する機能があるが、これらの機能の中にはすでに本体に組み込まれた製品が数

多く販売されている。ガス機器の自動運転機能等（タイマー、温度調整等）については、ガスこ

んろの消し忘れ防止機能等、利用者の利便性や安全性等を踏まえ、現在各機器メーカーが独自に

開発を進めており、統一的なルールが定められていない状況で開発が進められており、これら機

能の中には、使用者に機能が知らされていない補助機能も含まれている。これらを踏まえ、ガス

機器の自動運転機能等について、現在販売されている製品に内蔵されている機能を調査するとと

もに、特に安全性が求められる自動運転機能等について抽出し、学識経験者、機器メーカー、消

費者団体等から意見を伺い、技術基準の策定の要否等について検討を行う。また、別途検討が行

われている長期使用時・経年劣化時の安全対策についても検討を行い、ガス用品の技術上の基準

等に関する省令及び液化石油ガス器具等の技術上の基準等に関する省令に対応した適切な技術基

準を策定等について検討を行う。 

 

1.2 調査の内容 

1.2.1 ガス燃焼機器に係る自動運転機能に関する技術基準の策定 

(1) 対象とする製品（燃焼機器） 

ガス用品の技術上の基準等に関する省令（昭和46年通商産業省令第27号）別表第1及び液化石

油ガス器具等の技術上の基準等に関する省令（昭和43年通商産業省令第23号）別表第1（燃焼

機器に限る。）に定める製品を対象とする。 

(2) ガス機器の自動運転機能等に係る実態調査 

1.2.1（1）の製品について、現在、市場に流通しているガス燃焼機器について、自動運転

機能等（タイマー、温度調整、安全装置等）の実態を調査する。 

(3) 実機検証と自動運転機能のリスク分析 

〇実機検証 

自動運転機能の多い機器から選定し、こんろ3台、半密閉燃焼式ガス瞬間湯沸器(温水熱

源機)1台の計4台について実機検証を行う。 

〇自動運転機能のリスク分析 

技術基準の検討のため、自動運転機能のリスク分析の整理を行う。 

(4) 自動運転機能の技術基準の追加検討 

自動運転機能における電気用品の類似製品の技術的基準から追加検討を行う。また、独立行

政法人製品評価技術基盤機構の事故情報データベースを参照し、ユーザーの誤使用による事
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故の絞り込みを行い、過去の事故事例から追加検討を行う。 

(5) 自動運転機能に関する技術基準案の検討 

(1)～(3)を踏まえて、ガス燃焼機器に係る自動運転機能等に関する技術基準の策定等調査

委員会として追加提案する技術基準(案）の検討を行う。 

 

1.2.2 長期使用時・経年劣化時の安全対策の検討 

(1) 対象とする製品（燃焼機器） 

ガス用品の技術上の基準等に関する省令（昭和46年通商産業省令第27号）別表第1及び液化

石油ガス器具等の技術上の基準等に関する省令（昭和43年通商産業省令第23号）別表第1（燃

焼機器に限る。）に定める製品及び、消費生活用製品安全法において、特定保守製品に指定

されている製品のうち以下の製品を対象とする。 

 

・半密閉式自然排気式バーナー付ふろがま/半密閉燃焼式自然排気式ガスバーナー付ふろがま 

・半密閉式強制排気式バーナー付ふろがま/半密閉燃焼式強制排気式ガスバーナー付ふろがま 

・半密閉式自然排気式瞬間湯沸器/半密閉燃焼式自然排気式ガス瞬間湯沸器 

・半密閉式強制排気式瞬間湯沸器/半密閉燃焼式強制排気式ガス瞬間湯沸器 

・密閉式自然給排気式瞬間湯沸器/密閉燃焼式自然給排気式ガス瞬間湯沸器 

・密閉式強制給排気式バーナー付ふろがま/密閉燃焼式強制給排気式ガスバーナー付ふろがま 

・密閉式強制給排気式瞬間湯沸器 /密閉燃焼式強制給排気式ガス瞬間湯沸器 

 

(2) 経年劣化に起因する事故事例調査 

1.2.2(1)の品目について、経年劣化に起因する過去の事故事例を調査する。 

 

(3) 事故事例を踏まえた経年劣化事故の要因分析 

調査した事故事例毎に、現行機器での対応状況について、一般社団法人日本ガス石油機

器工業会へのヒアリングと事故要因の分析を行う。 

 

(4) 長期使用時・経年劣化時の安全対策の検討 

ヒアリングと事故要因の分析を踏まえ、特定保守製品の指定対象品目の見直しが行われ

た場合における新たな技術基準の追加について検討を行う。 
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1.3 調査の結果 

1.3.1 ガス燃焼機器に係る自動運転機能に関する技術基準の策定 

ガス燃焼機器に係る自動運転機能等に関する技術基準の策定等調査委員会として以下の技

術基準(案)を追加提案することになった。 

 

《追加提案する技術基準(案)》 

◎ 一般こんろ／ガスこんろ 

1. 自動運転機能を有するものにあっては、次に掲げる基準に適合すること。ただし、主として液

化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律施行令第 2条第 1号に掲げる者が、業務

の用に供するものにあっては（2）、（4）、（5）の適合は除く。 

(1) 赤熱する発熱体又は、炎に触れることができるものにあっては、点火動作を伴う自動運転機 

能の操作ができないこと。 

(2) 赤熱する発熱体又は、炎に触れることができるものにあっては、使用者の操作が一定時間無 

  かった場合、自動的に停止する機能を有すること。 

(3) 立ち消え安全装置もしくは、不点火を防止する機能を有すること。 

(4) 調理油過熱防止装置を有すること。 

(5) 煮こぼれがガス配管や電装品の端子部等にかからない構造であること。 

2. 取扱説明書に使用中離れないこと・可燃物を近くに置かない旨の記載があること。 

 

◎ 半密閉式ストーブ／半密閉燃焼式ガスストーブ 

◎ 開放燃焼式若しくは密閉燃焼式は屋外式ストーブ／開放燃焼式若しくは密閉燃焼式は屋外式の

ガスストーブ 

1. 自動運転機能を有するものにあっては、次に掲げる基準に適合すること。 

(1) 赤熱する発熱体又は、炎に触れることができるものにあっては、点火動作を伴う自動運転機

能の操作ができないこと。 

(2) 赤熱する発熱体又は、炎に触れることができるものにあっては、使用者の操作が一定時間無

かった場合、自動的に停止する機能を有すること 

(3) 温風温度は、温風吹き出し口から 1000mm(消費量が 7kWを超えるものは 1500mm)の温風温度が

80℃以下であること 

2. 取扱説明書に可燃物を近くに置かない旨の記載があること 

 

◎ 半密閉式瞬間湯沸器／半密閉燃焼式ガス瞬間湯沸器 

◎ 開放燃焼式若しくは密閉燃焼式又は屋外式瞬間湯沸器／開放燃焼式若しくは密閉燃焼式又は屋 

外式のガス瞬間湯沸器 

1. 自動運転機能を有するものにあっては、次に掲げる基準に適合すること。 

(1) 赤熱する発熱体又は、炎に触れることができるものにあっては、点火動作を伴う自動運転機

能の操作ができないこと。 

(2) 赤熱する発熱体又は、炎に触れることができるものにあっては、使用者の操作が一定時間無
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かった場合、自動的に停止する機能を有すること 

(3) 出湯温度の設定ができるものにあっては、出湯温度(設定温度)に対し+5℃以下であること。

ただし、使用者が直接触れない出湯（暖房用のお湯等）は除く 

(4) 取扱説明書にシャワー使用時・入浴時などには、お湯の温度を確かめてから使用する旨の記 

載があること 

 

◎ 半密閉式バーナ付ふろがま／半密閉燃焼式ガスバーナ付ふろがま 

◎ 密閉式又は屋外式バーナ付ふろがま／密閉燃焼式又は屋外式のガスバーナ付ふろがま 

1. 自動運転機能を有するものにあっては、次に掲げる基準に適合すること。 

(1) 赤熱する発熱体又は、炎に触れることができるものにあっては、点火動作を伴う自動運転機能 

の操作ができないこと。 

(2) 赤熱する発熱体又は、炎に触れることができるものにあっては、使用者の操作が一定時間無か 

った場合、自動的に停止する機能を有すること 

(3) 給湯のできるものであり、かつ出湯温度の設定ができるものにあっては、出湯温度(設定温度) 

に対し+5℃以下であること。ただし、使用者が直接触れない出湯（暖房用のお湯等）は除く 

(4) 浴槽の温度設定ができるものにあっては、設定温度に対し+5℃以下であること。 

(5) 取扱説明書にシャワー使用時・入浴時などには、お湯の温度を確かめてから使用する旨の記載 

があること 

 

1.3.2 長期使用時・経年劣化時の安全対策 

NITE の事故情報データベース上での公開情報と一般社団法人日本ガス石油機器工業会へ

のヒアリング、本事業委員会での議論を踏まえた考察の結果、特定保守製品の指定対象品目

が見直しされた場合においても、これまでの特定保守製品以外の品目と同等の安全性を担保

できていると考えられることから、現行の技術上の基準の見直しは不要と結論づけられた。 
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1.4 検討体制 

 1.4.1 事業実施体制 

事業実施体制は下の図に示す通りである。 

 

＜JIAの組織体系図＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜機構図＞ 
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＜役割分担＞ 

・主任研究員 （1名）： 全体の取りまとめ 

・研究員(B,C)（2名）： 委員会の運営、実態調査及び実機調査の実施、取りまとめ、基準

策定の検討、仕様基準の策定、報告書作成 

・研究員(D)   (1名）： 実態調査及び実機調査の実施、取りまとめ、基準策定の検討、仕

様基準の策定、報告書作成 

・経理       （2名）： 経理業務全般を行う。 

 

1.4.2 委員会の設置、運営 

 本事業の実施にあたり、「ガス燃焼機器に係る自動運転機能等に関する技術基準の策定等調査

委員会」を設置した。委員会委員の構成及び開催実績は以下の通りである。 

 

(1) 委員構成(順不同、敬称略) 

委 員 長 植田 利久 帝京大学 

委    員 秋吉 セツ子 特定非営利活動法人東京都地域婦人団体連盟 

委    員 飯田 正史 一般社団法人全国 LPガス協会 

委    員 新田 浩章 一般社団法人日本ガス石油機器工業会 

委    員 根村 玲子 
公益社団法人日本消費生活アドバイザー・コンサルタント・

相談員協会 

委    員 花房 明 リンナイ株式会社 

委    員 平野 順也 パーパス株式会社 

委    員 平野 祐子 主婦連合会 

委    員 本荘 崇久 一般社団法人日本ガス協会 

委    員 前城 典昭 株式会社ノーリツ 

委    員 松木 亮 国立研究開発法人産業技術総合研究所 

委    員 丹羽 哲也 一般財団法人日本ガス機器検査協会 

関 係 者 経済産業省 産業保安グループ 製品安全課 

関 係 者 総務省 消防庁 

関 係 者 東京消防庁 

関 係 者 千葉市消防局 

関 係 者 東京ガス株式会社 

関 係 者 東邦ガス株式会社 

関 係 者 大阪ガスマーケティング株式会社 

関係者 一般社団法人日本厨房工業会 

事 務 局 一般財団法人日本ガス機器検査協会 認証技術部 
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(2) 委員会の開催実績 

第 1 回 2021年 1月 7日（木） 10：00～12：00 

Microsoft Teams Web 会議 

一般財団法人日本ガス機器検査協会 3階第 1 会議室 

第 2 回 2021年 2 月 19日（金） 13：00～15：00 

Microsoft Teams Web 会議 

一般財団法人日本ガス機器検査協会 3階第 1 会議室 

第 3 回 2021年 3 月 19日（金） 15：00～16：40 

Microsoft Teams Web 会議 

一般財団法人日本ガス機器検査協会 3階第 1 会議室 
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第 2章 ガス燃焼機器に係る自動運転機能に関する技術基準の策定 
 

2.1 概要 

利用者の利便性を踏まえ、自動運転機能等、各機器メーカーが様々な機能を付加した製品を販売

している。これらの機能を持った機器の安全性に関する性能は、各機器メーカーが独自に開発を進

めており、統一的なルールが定められていないのが現状であるため、自動運転機能に関する技術基

準の検討行った。 
 

煮るオート 

筑前煮や肉じゃが、カレー

といった、火加減の調節が

ポイントの煮もの料理を自

動調理。「もう一品」と、

他の調理に集中できます。

https://www.noritz.co.jp/product/kitchen01/builtin/progre.html 

自動炊飯機能 

炊飯機能を使うと炊飯完了後自動消

火し、電子音でお知らせします。コ

ンロで本格的なガス炊飯のおいしさ

が楽しめます。 

 

https://www.paloma.co.jp/cgi-bin/productDetail.cgi?rno=268 

温度調節機能 

揚げる材料に応じて、お好みの温度に設定すれば、火加減を自動調節。油の温度

変化を抑えて、カラッと美味しく出来上がります。 

 

https://rinnai.jp/delicia/stoveuseful 

図 2.1 自動運転機能の例 

 

検討対象の製品をガス事業法及び、液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律

(以下、液石法)で指定されている品目で表 2.1にあるガス用品・液化石油ガス器具等とした。 

対象とする自動運転機能は本体からの操作を前提とし（遠隔操作は除く）、燃焼を伴う① 点火操

作（例：ONタイマー）、② 消火操作（例：OFFタイマー）、③ 能力調整（例：油温・湯温・室温の

調整、自動調理(レシピ送信)）とする。 

また、対象とする不安全事象については、自動運転に伴い安全（火災・ガス漏れ・一酸化炭素中

毒・外傷など)に影響のある事象を対象とした。安全に影響のある事象には、二次的に「人体への

危害」・「物件の損傷」を引き起こすリスクについての事象（例：煮こぼれした液体がガス配管・電

装品端子部等にかかり、ガス漏れ・漏電を引き起こす）も含めて検討を行った。 

 ガス燃焼機器に係る自動運転機能に関する技術基準は図 2.2 の手順により策定の検討を行った。 

 

表 2.1 自動運転機能に関する技術基準の策定を検討した機器 

 ガス用品・液化石油ガス器具等 

こんろ ガスこんろ／一般こんろ 

暖房機器 
半密閉式ストーブ／半密閉燃焼式ガスストーブ／開放燃焼式若しくは密閉燃焼式は屋外

式ストーブ／開放燃焼式若しくは密閉燃焼式は屋外式のガスストーブ 

温水機器 

半密閉式瞬間湯沸器／半密閉燃焼式ガス瞬間湯沸器／開放燃焼式若しくは密閉燃焼式又

は屋外式瞬間湯沸器／開放燃焼式若しくは密閉燃焼式又は屋外式のガス瞬間湯沸器 

半密閉式バーナ付ふろがま／半密閉燃焼式ガスバーナ付ふろがま／密閉式又は屋外式バ

ーナ付ふろがま／密閉燃焼式又は屋外式のガスバーナ付ふろがま 
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2.2.1 こんろ 

こんろの自動運転機能のヒアリング結果を下記に示す。なお、こんろについては、点火操

作を伴う自動運転機能を有する機器があるとの返答は無かった。 

 

◎温度設定モード[能力調整] 

内  容 概     要 

動 作 鍋底の温度を検知し、火力を自動で調整し設定された温度を維持 

設定範囲(例) ①130℃～220℃、②140℃～200℃ 
 

◎オートメニュー(調理モード)[能力調整及び消火] 

内  容 概     要 

動 作 鍋底の温度を検知し、調理に適した時間・火力を自動で調節する。 

設定範囲(例) 

設定したモード/レシピによる 

 モードの例：湯沸かし・炊飯・煮物 

 レシピの例：筑前煮・お好み焼き 

 

◎タイマー[消火] 

内  容 概     要 

動 作 設定時間になると、自動で火を消す。 

設定範囲(例) ①1～120分、②1～99分、③１～200分 

 

◎消し忘れ防止タイマー[消火] 

内  容 概     要 

動 作 消し忘れた場合、自動で火を消す。 

設定範囲(例) 
①約 2時間（機種により 10分刻みで消火時間の変更可能） 

②約 2時間（機種により 30分刻みで消火時間の変更可能） 

 

2.2.2 暖房機器 

暖房機器の自動運転機能のヒアリング結果を下記に記載する。 

 

◎タイマー運転[点火] 

内  容 概     要 

動 作 設定時刻/設定時間後に運転を開始する 

設定範囲(例) ― 
 

◎温度設定モード[能力調整及び消火] 

内  容 概     要 

動 作 
室温を設定温度になるまで運転し、設定温度に到達すると燃焼を弱燃

焼/停止する。室温が下がると、再度燃焼する。 

設定範囲(例) ①16℃～26℃、②12℃～26℃ 
 
 
 



- 13 - 

 

◎抑えめ運転（エコ運転／オートセーブ）[能力調整及び消火] 

内  容 概     要 

動 作 
設定温度に到達すると暖房時間の経過とともに設定温度を低下させ、

その後燃焼を停止する。一定時間経過後再度燃焼開始する。 

設定範囲(例) 
①30分で最大－1℃を、設定室温を自動的に下げる(最大 3回) 

②30分で−１℃、さらに 30分経過で−１℃ 

 

◎オート OFF[能力調整及び消火] 

内  容 概     要 

動 作 
人の動きを感知しない状態が一定時間継続すると燃焼量を抑えて運

転し、さらにその後、自動で運転を停止。 

設定範囲(例) ①能力抑制:検知なし 30分、運転停止:検知なし 60分 

 

◎タイマー停止[消火] 

内  容 概     要 

動 作 設定時間経過すると、自動的に運転を停止する 

設定範囲(例) ①15分～60分、②30分～90分、③10～60分 

 

◎消し忘れ防止タイマー（開放式[強制対流式]）[消火] 

内  容 概     要 

動 作 設定時間で自動に暖房運転を停止する。 

設定範囲(例) ①3～8時間 
  

2.2.3 温水機器 

温水機器の自動運転機能のヒアリング結果を下記に記載する。 

 

◎タイマー(ON)運転（温水暖房）[点火] 

内  容 概     要 

動 作 任意の設定時刻において床暖房を行う。 

設定範囲(例) ― 

 

◎タイマー(ON)運転（ふろ）[点火、能力調整及び消火] 

内  容 概     要 

動 作 
任意の設定時刻において、設定した水位/湯量、温度で湯張りし、設

定された温度まで追いだきする。 

設定範囲(例) 設定温度～48℃ 

  

◎温度設定（給湯）[能力調整] 

内  容 概     要 

動 作 湯温を検知し、能力を自動で調整し設定された湯の温度で出湯する。 

設定範囲(例) ①～60℃、②～75℃ 
   

・設定温度より低く出湯する機能や、出湯量を抑える機能を有しているものもある。 
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◎湯張り（浴槽への落とし込み給湯[オートストップ]）[能力調整及び消火] 

内  容 概     要 

動 作 
湯温を検知し、能力を自動で調整し設定された湯の温度を浴槽に落と

し込みを行う。 

設定範囲(例) ①～48℃ 

 

◎湯張り（ふろ）[能力調整及び消火] 

内  容 概     要 

動 作 設定した水位/湯量、温度で湯張りする。 

設定範囲(例) ①～48℃ 

・湯張り後に設定された時間の間、湯温／水位を維持する機能を有しているものもある。 
・熱効率を優先し湯張りを行う機能を有しているものもある。 
・設定水量より少ない湯量、設定温度より低い温度で湯張りする機能を有しているものも 
ある。 

 

◎追いだき（ふろ）[能力調整及び消火] 

内  容 概     要 

動 作 設定した温度に追いだきする。 

設定範囲(例) ①～48℃ 

・設定した時間の間、温度が下がれば自動で追いだきする機能もある。 
・入浴時の設定温度付近では、熱くなりすぎないように追いだきする機能もある。 

 

◎たし湯（ふろ）[能力調整及び消火] 

内  容 概     要 

動 作 設定した温度のお湯を浴槽にたし湯する。 

設定範囲(例) ①～48℃ 

・高温(80℃)のお湯を浴槽にたし湯する機能を有しているものもある。 
・水位が下がった場合、自動でたし湯する機能を有しているものもある 

 

◎配管清掃（ふろ）[能力調整及び消火] 

内  容 概     要 

動 作 追いだき配管内を新しいお湯で洗い流し、配管の汚れを流す。 

設定範囲(例) ①～48℃ 

 

◎消し忘れ防止タイマー（給湯機[開放式]） 

内  容 概     要 

動 作 機器に設定された時間で消火する。 

設定範囲(例) ①10分、②15分 

 

 



- 15 - 

 

◎消し忘れ防止タイマー（給湯機[開放式以外]）[消火] 

内  容 概     要 

動 作 機器に設定された時間で消火する。 

設定範囲(例) ①60分 

 

◎消し忘れ防止タイマー（BF式 追いだき）[消火] 

内  容 概     要 

動 作 機器に設定された時間で消火する。 

設定範囲(例) ①60分、②95分、③115分 

 

◎消し忘れ防止タイマー（BF式以外 追いだき）[消火] 

内  容 概     要 

動 作 機器に設定された時間で消火する。 

設定範囲(例) ①90分 
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2.3 実機検証 

2.3.1 実機検証機器 

実機検証については、自動運転機能の多い機器から選定し、こんろ 3 台、半密閉燃焼式

ガス瞬間湯沸器(温水熱源機)1台の計 4台について実機検証を行った。 

 

2.3.2 実機検証試験と試験結果（こんろ） 

実機を用いて「温度自動調整機能の温度制御確認」「タイマー運転確認」「消し忘れ防止タ

イマー」「煮こぼれ防止(ガス導管・端子への接触)」の確認を行った。「温度自動調整機能の

温度制御確認」「タイマー運転確認」については、自動運転中でも安全装置(立消え安全装

置)が正常に動作していることを確認するため、失火時の安全装置の作動についても確認を

行った。試験条件についてはユーザーの誤使用のリスクも考慮し、取扱説明書に記載され

ていない条件についても確認試験を実施した。 

 

◆温度自動調整機能の温度制御確認 

【試験条件】 

・試験ガス／ガス圧：供給ガス／標準圧(2.0kPa) 

・鍋の大きさ：20cm 

・火力：最大※1   

・油量※2：250ml、750ml、1500ml  

※1：取扱説明書の記載は、鍋に大きさに調整する旨の記載 

※2： 取扱説明書の記載は 500ml～1000ml 

 

【試験結果】 

◎温度自動調整機能 

表 2.5 温度自動調整機能 作動確認 試験結果                （℃） 

 型式① (大こんろ) 型式② (大こんろ) 型式③ (大こんろ) 

油量(mL) 250ml 750ml 1500ml 250ml 750ml 1500ml 250ml 750ml 1500ml 

130℃※3 上限温度※4 149 134 124 155 128 114 157 125 112 

180℃ 上限温度※4 180 189 183 186 176 174 214 200 197 

220℃ 上限温度※4 217 224 220 215 212 209 236 225 232 

※3:130℃設定は、揚げ物調理の想定し設定されているモードではない。 
※4:温度制御開始後 10分間の最大温度である。 

◎温度自動調整機能中の安全装置（大こんろ） 

表 2.6 温度自動調整機能中の安全装置作動確認 試験結果 

 型式① 型式② 型式③ 

失火 作動(15秒で閉弁) 作動(23秒で閉弁) 作動(31秒で閉弁) 
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◆タイマー運転確認 

【試験条件】 

 ・試験ガス／ガス圧：供給ガス／標準圧(2.0kPa) 

 

【試験結果】 

◎タイマー作動運転時間 

表 2.7 タイマー運転中作動確認 試験結果※5 

     型式① 型式② 型式③ 

1分 1分 2秒 56秒 55秒 

10分 10分 3秒 9分 55秒 9 分 55秒 

30分 30分 4秒 29分 55秒 29 分 56秒 

     ※5：目視にて点火した状態をゼロとして測定 

 

◎タイマー運転中の安全装置 

表 2.8 タイマー運転中の安全装置作動確認 試験結果※6 

     型式① 型式② 型式③ 

失火 作動(16秒で閉弁) 作動(22秒で閉弁) 作動(27秒で閉弁) 

※6：タイマー設定を 1分とし、30秒時点で失火 

 

◆消し忘れ防止タイマー 

【試験条件】 

 ・試験ガス／ガス圧：供給ガス／標準圧(2.0kPa) 

 

【試験結果】 

◎消し忘れタイマー作動運転時間 

表 2.9 消し忘れ防止タイマー 試験結果※7 

     型式① 型式② 型式③ 

120分※8 2時間 12秒 １時間 59分 52秒 1時間 59分 55秒 

    ※7：目視にて点火した状態をゼロとして測定 

※8：初期設定値 

 

 

◆煮こぼれ防止(ガス導管・端子への接触) 

【試験条件】 

 ・試験ガス／ガス圧：供給ガス／標準圧(2.0kPa) 

・火力設定：最大 

・鍋の大きさ：14cm 

・牛乳の量：なべの縁の下 10mmまで牛乳を入れる（牛乳量：約 800g） 
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【試験結果】 

表 2.10 煮こぼれ試験 試験結果 

     型式① 型式② 型式③ 

大こんろ 小こんろ 大こんろ 小こんろ 大こんろ 小こんろ 

火力大 
煮こぼれ量 440g 81g 220g 188g 152g 180g 

端子等への接触※9 なし なし なし なし なし なし 

煮物 

モード 

煮こぼれ量 207g       ｇ 198g       g 105 g       g 

端子等への接触※9 なし  なし  なし  

※9：腐食した場合や煮こぼれによって短絡した場合に、ガス漏れや機器の通常使用に影響を及ぼす可能
性のある部位への接触の確認 
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2.3.3 実機検証試験と試験結果（給湯機[温水熱源機]） 

給湯機(温水熱源機)については、ヒアリング結果にもあったように湯張りなど様々な機能

を有しているが、目的を達成し場合に自動的に停止する機能（湯張り：浴槽にお湯を張った

ら自動的に停止）のものがほとんどであるので、温水機器の実機検証については、火傷の観

点から「温度性能」の確認試験を行った。追いだき試験の試験条件については、こんろ同様

ユーザーの誤使用のリスクも考慮し、取扱説明書に記載されていない条件についても確認試

験を実施した。 

 

◆温度性能 

【試験条件】 

(共通) 

 ・試験ガス／ガス圧：供給ガス／標準圧(2.0kPa) 

（給湯機能/自動湯張り） 

・水圧：100kPa  

・水温：10℃～15℃ 

（追いだき） 

・水量：約 10L（リモコン取扱説明書のふろ湯量表示(11段階)に対する湯量の目安 130～ 

330L） 

・水温：約 20℃ 

表 2.11 温度性能 試験結果 

機能 設定温度 型式❶ 

給湯機能 
50℃ 上限温度※10 50.6℃ 

60℃ 上限温度※10 60.3℃ 

自動湯張り 40℃ 出湯管ピーク温度 41.8℃ 

追いだき 40℃ 浴槽ピーク温度 41.8℃ 

            ※10：測定時間中 3 分間の上限温度 

 

 

  図 2.3 給湯機能試験(設定 50℃) 試験グラフ 
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2.3.4 実機検証試験まとめ 

 こんろの温度自動調整機能の温度制御確認の試験については、取扱説明書に記載されてい

る使用方法から外れている試験条件においても、油の発火温度(300℃)以下で制御できてお

り、温度自動制御中の立消え安全装置の作動についても技術基準に定められている時間内で

作動することが確認できた。また、煮こぼれ防止(ガス導管・端子への接触)の試験について

も、牛乳がガス導管・端子に接触するという結果は得られなかった。 

 温水機器もいずれの試験条件においても、出湯温度・浴槽温度との設定温度に対し近い温

度で制御されていることが確認出来た。 

 今回実機検証した機器については、不安全事象の確認はなかったが、被加熱物の過熱(こ

んろ：なべ、温水：湯)についての不安全事象の発生の検討や、自動運転機能の過信による

リスクについての検討が必要であることが判った。 
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2.4 自動運転機能のリスク分析 

技術基準の検討のため、自動運転により考慮すべきリスクを「機器使用時に発生する可能性のあ

る不安全事象」・「自動運転機能の過信によるリスク」とした（表 2.12参照）。 

自動運転機能の技術基準を検討するにあたり、機器使用時に発生する可能性のある不安全事象を

表 2.13 として、自動運転機能の過信によるリスクで発生する不安全事象を表 2.14 として整理を行

った。これらの整理を行ったうえで、品目毎により対策の内容の検討を行った（2.4.1～2.4.3参照）。 
 

表 2.12 自動運転により考慮すべきリスク 

自動運転により考慮すべきリスク 発生事象・リスクの例 

機器使用時に発生する可能性のあ

る不安全事象 

点火不良、失火、機器の異常過熱、不完全燃焼、被加熱物の異常

過熱、被加熱物を起因とした異常など 

自動運転機能の過信によるリスク 
人の注意が機器に行き届かなくなる(人が機器から離れる)、 

機器から離れた事による不安全事象の重度化など 

 

表 2.13機器使用時に発生する可能性のある不安全事象 

 発生事象 

点火動作 点火に失敗（点火不良）すると未燃ガスが流出する。 

能力調整 

及び 

消火操作 

機器使用中に失火（立ち消え・吹き消え）すると未燃ガスが流出する。 

機器本体が異常に過熱してしまうと火災が発生する。 

空気不足などにより不完全燃焼が発生すると一酸化炭素中毒となる。 

被加熱物 
【こんろ（被加熱物：鍋）】 
  ① 鍋が過熱され、天ぷら油火災・鍋の空だきとなる。 
 ② 鍋が過熱され、煮こぼれがガス配管・電装品端子部等にかかる。 
【暖房機器（被加熱物：空気）】 
 ① 空気が過熱され、周囲の可燃物などに影響がでる。 
【温水機器（被加熱物：水）】 
  ① 水が過熱され、使用時に火傷する。 

 

表 2.14 自動運転機能の過信によるリスクの整理 

 発生事象 

人の注意が機器に行き届かなくなる 

(人が機器から離れる) 

【点火動作】 

 点火時に人が不在となる可能性 

 ⇒人が不在の状態で点火しても安全であること 

  機器使用時に発生する可能性のある不安全事象の対策が

あること 

【能力調整及び消火操作】 

 使用中に機器から離れても点火状態が継続される可能性 

 ⇒人が不在の状態で点火し続けないこと 

機器使用時に発生する可能性のある不安全事象の対策が

あること。 

機器から離れた事による不安全事象

の重度化 

機器使用時に発生する可能性のある不安全事象が重大化する。 

（例：煮こぼれが発生した際に、使用者による消火が遅れるた

め、煮こぼれの量が増える。） 
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2.5 自動運転機能の技術基準の追加検討 

2.5.1 自動運転機能の技術基準の追加検討 

電気用品等製品の IoT化等による安全確保の在り方に関する動向調査[事務局：NTT デー

タ経営研究所]の検討が実施されている。 

この調査は IoT 化等が考えられる電気用品等機器に係る消費者の生命、身体への危害発

生の防止を図るための製品安全の確保の在り方に関する検討するため、電気用品／ガス用

品等を、「人の注意が行き届く状態で動作する機器」と「人の注意が行き届かない状態で動

作する機器」に分類し、幼児 ・子供や近くにいる使用者へのリスク等を考慮した細分類を

行ったうえで、スリーステップメソッドにより遠隔操作可否・可とした場合の考え方など

IoT化される製品についてのガイドラインの検討を実施している。 

自動運転機能と遠隔操作は、操作内容が異なるため基準を引用することは難しいが、ス

リーステップメソッドの考え方などを活用し、電気用品の類似製品の技術的基準・過去の

事故事例から追加検討を行った。 

 

   【スリーステップメソッド※12】 

 

 

              

 

 

 

※12：令和元年度産業保安等技術基準策定研究開発事業（電気用品等製品の IoT化等による安全確保 

の在り方 に関する動向調査）報告書 より

① 本質的安全設計 

（危険事象の基になることを除去、危害の程度や発生頻度を低減） 

② 安全機能による保護 

（安全装置などの保護手段） 

③ 使用上の注意 

（残留リスクを知らせ、安全な行動を促す） 
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2.5.2 自動運転機能に関する電気用品との基準比較 

ＩＨこんろなど、類似製品がある電気用品の自動運転に関する要求事項の調査及び、自動運転機能に直接関係ないもののリスク低減につな

がる可能性のある基準についての調査を行った。 
 

表 2.15 液化石油ガス器具等／ガス用品と類似製品する電気用品と当該電気用品に関する技術基準（別表第八/十二）の自動運転に関する要求事項 

品目 規格 要求事項 リスク低減につながる可能性のある基準 

こ
ん
ろ 

電気用品 
(別表第８) 

電気こんろ ・要求無し ― 

電磁誘導加熱式調理器 (IHこんろ) ・要求無し ― 

電気用品 
(別表第 12) 
IEC基準ベース 

JIS C 9335-2-6(家庭用及びこれに類
する電気機器の安全性－第２-６部：
据置形クッキングレンジ，ホブ，オー
ブン及びこれらに類する機器の個別
要求事項)  

・要求無し 

・取扱説明書への記載 
①調理面に物を放置してはならない旨の記載 
②調理過程を監視しなければならない旨の記載 
③ホブでの油脂又は脂を用いた調理は，危険なた
め目を離さない旨の記載 

JIS C 9335-2-9(家庭用及びこれに類
する電気機器の安全性－第２-９部：
可搬形ホブ，オーブン，トースタ及び
これらに類する機器の個別要求事項) 

・要求無し ― 

暖
房
機
器 

電気用品 
(別表第８) 

電気温風機 ・要求無し ― 

電気ストーブ ・要求無し ― 

温風暖房機 ・要求無し ― 

電気用品 
(別表第 12) 
IEC基準ベース 

JIS C 9335-2-30（家庭用及びこれに
類する電気機器の安全性－第 2-30部：
ルームヒータの個別要求事項） 

・赤熱体をもつヒータの on タイマ禁止 
⇒技術基準（案）でも禁止 

― 

温
水
機
器 

電気用品 
(別表第８) 

電気瞬間湯沸器 ・要求無し ― 

電気温水器 

・自動温度調節器（温度過昇防止装置として
使用するものを除く。）を有していること 

⇒技術基準（案）では、さらに設定温度+５℃
以下での出湯を要求 

― 

電気用品 
(別表第 12) 
IEC基準ベース 

JISC9335-2-21(家庭用及びこれに類
する電気機器の安全性－第 2-21 部：
貯湯式電気温水器の個別要求事項) 

・要求無し 
・出湯温度は 98℃以下 

⇒技術基準（案）では、さらに設定温度+
５℃以下での出湯を要求 

JIS C 9335-2-35(家庭用及びこれに類
する電気機器の安全性－第 2-35３５
部：瞬間湯沸器の個別要求事項) 

・要求無し 

・複数の出口をもつもののシャワーの優先 
 ⇒遠隔操作時のリスク低減となるため遠隔操

作の基準で検討 
・出湯温度は 95℃以下かつ上昇温度は 75℃以下 

⇒技術基準（案）では、さらに設定温度+５℃
以下での出湯を要求 
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2.5.3 事故事例による基準追加の検討 

2.5.3.1 自動運転機能が起因となる事故情報の調査 

 自動運転機能が起因となった事故情報を調査し、技術基準として追加する内容がないか

の検討を行った。 

 

《事故事例の絞り込み》 

① ＮＩＴＥのＨＰにて燃焼器具をキーワードにて検索：約 13,800 件 

 ② 品目/事故原因の絞り込み:約 3,500件 

❶ ガス用品・液化ガス器具等に指定されている品目 

❷ 現行機種で自動運転機能を有していない品目（BF式ふろがま等）を削除 

❸ 事故発生日を 2000年以降 

誤使用等と併せた火傷などの事故は確認されたが、自動運転に機能に直接関連する事故の

確認はできなかった。 
 
（例）制御系には異常がなく、保護管の腐食によりサーミスタの抵抗値が変化したため、エラーを表

示し運転を停止したが、修理をしないままで使用を継続した結果、湯温検出異常でリモコンの

温度設定４０℃に対して、シャワーの給湯温度が５３℃になっていたものと推定される。な

お、取扱説明書には、モニターに表示されたエラー「３１」は「給湯温度測定装置系統の不具

合」と記載しており、処置として「お買い求めの販売店またはガス会社に連絡する」旨を記載

している。 
 

2.5.3.2 誤使用等のリスクを考慮した基準追加の検討 

 自動運転をした際に想定される誤使用に対してもリスクとして考慮すべきと判断し、誤

使用・不注意に関する事故事例から自動運転機能に関連する事故事例を検証し、追加すべ

き基準はないかの検討を行った。 

 

《事故事例の絞り込み》 

① 「2.5.3.1 自動運転機能が起因となる事故情報の調査」の絞り込みに加え、ユーザーの

誤使用による事故の絞り込み(事故原因が A4、B1、B2、B3、B4、E1、E2のものを抽出) 

 

表 2.16 事故原因別 事故の発生件数 

区分記号※13 事故原因区分 
2000年以降の事故件数 

こんろ 暖房※14 温水※14 

Ａ４ 表示又は取扱説明書の不備 0 0 0 

Ｂ１ 設計不良で使い方も事故発生に影響 3 0 1 

Ｂ２ 製造不良で使い方も事故発生に影響 1 0 1 

Ｂ３ 品質管理不十分で使い方も事故発生に影響 0 0 0 

Ｂ４ 表示又は取扱説明書の不備で使い方も事故発生に影響 0 0 0 

Ｅ１ 消費者の誤使用 102 17 61 

Ｅ２ 消費者の不注意 2,123 32 97 

※13: 独立行政法人製品評価技術基盤機構 事故原因区分表より 

（https://www.nite.go.jp/jiko/jiko-db/accident/txt/geninkubun.html) 

※14: 燃焼様式の区分がない事故事例もあるため、赤熱部を有する赤外線式のものの、ＣＦ式等の事故事例も含まれて

いる可能性がある。 
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2.5.4 追加検討(類似製品の電気用品の基準比較及び、事故事例の分析)により追加する技術基準 

類似製品の電気用品の基準比較及び、事故事例の分析を行った結果、取扱説明書への注

意喚起の記載を技術基準として「2.4 自動運転機能のリスク分析」で検討した内容に追加

する（表 2.20）。 

こんろと暖房機器については、自動運転機能を有さない機器であっても必要な記載であ

ることから、品目全体にかかる技術基準として提案する。温水機器にあっては、機能として

高温を出湯する機器もあるため、使用条件を限定した状態での取扱説明書への記載として

提案する。 

 

      表 2.20 取扱説明書への記載追加 

品目 追加する基準（案） 

こんろ 
① 調理面に物を放置してはならない旨の記載 

② 機器使用中はその場を離れてはいけない旨の記載 

暖房機器 ① 周囲に物を放置してはならない旨の記載 

温水機器 ① 入浴時・シャワー使用時の火傷に関する注意喚起の記載 

  

2.6 自動運転機能の有無に関わらず生じ得るリスクについて委員の方から出たご意見 

      技術基準案の検討の中で、委員の方より出た意見を参考としてまとめた。 

 

・こんろの場合、グリル窓が高温になることから、子供を近づけさせない旨の注意も取扱説明書に記載

してはどうか。 

・使用者は自動運転機能のリスクに関して分からないことが多いと思われるので、機器設置時に説明等

して頂くよう運用などを検討してほしい。 

・事故要因において使用者の誤操作も多いとのことだが、ピクトグラムや警告表示などについても将来

的に検討してほしい。使用者は取扱説明書を読まない傾向にあるので、注意喚起において絵表示など

のわかりやすい方法を検討してほしい。 

・事故の原因が完全に製品に起因するもの、及び起因しないものを合わせ、消費者の誤使用や不

注意に起因する事故の件数は大きいものがある。消費者は取扱説明書を熟読しないといわれて

いるが、識字認知の無い子供、高齢者もいるので対策は必須と思う。 

・自動調理機能付きこんろも過信が生じないよう警告が重要だと思う。 
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ガス事業法及び液石法について、ガス燃焼機器に係る自動運転機能等に関する技術基準の策定等調査委員会とし

て追加提案する技術基準(案）を下記に記載する。 

 

ガス用品の技術上の基準等に関する省令関係（案） 

 

  ガス用品の技術上の基準等に関する省令の一部を改正する省令（平成２８年経済産業省令第５号）により、ガス

用品の技術上の基準等に関する省令（昭和４６年通商産業省令第２７号。以下「省令」という。）別表第３（第１１

条、第１３条関係）の改正を行った。これにより、技術的根拠に基づいてガス用品が同表に示す性能を満たす場合

は、技術上の基準に適合することとなる。以下の表は、省令の別表第３（第１１条、第１３条関係）に示す性能を満

たす技術的内容の例を参考までに示したものである。 

 

別表第３（第１１条、第１３条関係）に示す性能を満たす技術的内容の例 

ガス用品の

区分 

技術的内容 

半密閉燃焼

式ガス瞬間

湯沸器 

１～２８（略） 

２９ 自動運転機能を有するものにあっては、次に掲げる基準に適合すること。 

（１）赤熱する発熱体又は、炎に触れることができるものにあっては、点火動作を伴う自動運転

機能の操作ができないこと。 

（２）赤熱する発熱体又は、炎に触れることができるものにあっては、使用者の操作が一定時間

無かった場合、自動的に停止する機能を有すること 

（３）給湯のできるものであり、かつ出湯温度の設定ができるものにあっては、出湯温度(設定温

度)に対し+５℃以下であること。ただし、使用者が直接触れない出湯（暖房用のお湯等）

は除く 

（４）浴槽の温度設定ができるものにあっては、設定温度に対し+５℃以下であること。 

（５）取扱説明書にシャワー使用時・入浴時などには、お湯の温度を確かめてから使用する旨の

記載があること 

３０ 自然排気式のものにあっては、遠隔操作機構(有線式のものを除く。)を有しないものであ

ること。 

３１ 遠隔操作機構を有するものにあっては、器体スイッチ又はコントローラーの操作以外によ

っては、点火操作が行えないものであること。ただし、危険が生ずるおそれのないものに

あっては、この限りでない。 

（１）「器体スイッチ又はコントローラーの操作以外によっては、点火操作が行えないもの」と

は、電気用品の技術上の基準を定める省令の解釈について（平成２５年７月１日付け２０

１３０６０５商局第３号）別表第四 配線器具の１（２）ロ（イ）で定める「ａ 赤外線を

利用した遠隔操作機構」に適合するものを含む。 

（２）「危険が生ずるおそれがないもの」とは、通信回線（（１）に掲げるものを除く。）を利用し

た遠隔操作機構を有するものであって、次の全てに適合するもの。 

イ 遠隔操作に伴う危険源がない又はリスク低減策を講じることにより遠隔操作に伴う危険

源がない機器と評価されるもの。 

ロ 通信回線が故障等により途絶しても遠隔操作される機器は安全状態を維持し、通信回線

に復旧の見込みがない場合は遠隔操作される機器の安全機能により安全な状態が確保で

きること。 

ハ 遠隔操作される機器の近くにいる人の危険を回避するため、次に掲げる対策を講じてい

ること。 

（イ）手元操作が優先されること 

（ロ）遠隔操作される機器の近くにいる人により、容易に通信回線の切り離しができること 

（ハ）強制排気式のものにあっては、故障等により排気用送風機が作動しない時には、ガス

用品の遠隔操作による点火操作を行えないようにすること 

ニ 遠隔操作による動作が確実に行われるよう、次に掲げるいずれかの対策を講じること。 

（イ）操作結果のフィードバックの確認 

（ロ）動作保証試験の実施及び使用者への注意喚起の取扱説明書等への記載 
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ホ 通信回線（（１）に掲げるもの及び公衆回線を除く。 ）において、次の対策を遠隔操作機

構により操作される機器に講じていること。 

（イ）操作機器の識別管理（遠隔操作により操作するものに限る。） 

（ロ）外乱に対する誤動作防止 

（ハ）通信回線接続時の再接続（常時ペアリングが必要な通信方式で、遠隔操作により操作

するものに限る。） 

ヘ 通信回線のうち、公衆回線を利用するものにあっては、回線の一時的途絶や故障等によ

り安全性に影響を与えない対策を講じること。 

ト 同時に外部の二箇所以上から機器の近くにいる人に危険が生ずるおそれのある相反する

遠隔操作を受けつけない対策を講じること。 

チ 適切な誤操作防止対策を講じること。 

リ 出荷状態において、遠隔操作機能を無効にすること。 

ヌ 赤熱する発熱体又は、炎に触れることができるものにあっては、遠隔操作機構の操作に

よって、点火操作ができないこと。 

３２ 機器本体の見やすい箇所に容易に消えない方法で型式、ガス消費量（単位 キロワット）、

都市ガス用である旨、適用すべきガスグループ（省令別表第３の備考の適用すべきガスグ

ループの項の欄に掲げる記号）、定格電圧及び定格消費電力（交流電源を使用するものに限

る。）、定格周波数（電動機又は変圧器を有するものに限る。）、届出事業者の氏名又は名称、

国内登録ガス用品検査機関又は外国登録ガス用品検査機関の氏名又は名称、製造年月並び

に製造番号が表示されていること並びに適切な箇所に使用上の注意に関する事項が表示

されていること。 

半密閉燃焼

式ガススト

ーブ 

１～２９ （略） 

３０ 自動運転機能を有するものにあっては、次に掲げる基準に適合すること。 

（１）赤熱する発熱体又は、炎に触れることができるものにあっては、点火動作を伴う自動運

転機能の操作ができないこと。 

（２）赤熱する発熱体又は、炎に触れることができるものにあっては、使用者の操作が一定時

間無かった場合、自動的に停止する機能を有すること 

（３）温風温度は、温風吹き出し口から 1000mm(消費量が 7kW を超えるものは 1500mm)の温風

温度が 80℃以下であること 

３１ 自然排気式のものにあっては、遠隔操作機構(有線式のものを除く。)を有しないものであ

ること。 

３２ 遠隔操作機構を有するものにあっては、半密閉燃焼式ガス瞬間湯沸器の項の３０の項に適

合すること。 

３３ 機器本体の見やすい箇所に容易に消えない方法で型式、ガス消費量（単位 キロワット）、

都市ガス用である旨、適用すべきガスグループ（省令別表第３の備考の適用すべきガスグ

ループの項の欄に掲げる記号）、定格電圧及び定格消費電力（交流電源を使用するものに限

る。）、定格周波数（電動機又は変圧器を有するものに限る。）、届出事業者の氏名又は名称、

国内登録ガス用品検査機関又は外国登録ガス用品検査機関の氏名又は名称、製造年月並び

に製造番号が表示されていること並びに適切な箇所に使用上の注意に関する事項が表示

されていること。 

３４ 取扱説明書に可燃物を近くに置かない旨の記載があること 
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半密閉燃焼

式ガスバー

ナー付ふろ

がま 

１～２８（略） 

２９ 自動運転機能を有するものにあっては、次に掲げる基準に適合すること。 

（１）赤熱する発熱体又は、炎に触れることができるものにあっては、点火動作を伴う自動運

転機能の操作ができないこと。 

（２）赤熱する発熱体又は、炎に触れることができるものにあっては、使用者の操作が一定時

間無かった場合、自動的に停止する機能を有すること。 

（３） 給湯のできるものであり、かつ出湯温度の設定ができるものにあっては、出湯温度(設

定温度)に対し+５℃以下であること。ただし、使用者が直接触れない出湯（暖房用のお

湯等）は除く。 

（４）浴槽の温度設定ができるものにあっては、設定温度に対し+５℃以下であること。 

（５）取扱説明書にシャワー使用時・入浴時などには、お湯の温度を確かめてから使用する旨

の記載があること 

３０ 自然排気式のものにあっては、遠隔操作機構(有線式のものを除く。)を有しないものであ

ること。 

３１ 遠隔操作機構を有するものにあっては、半密閉燃焼式ガス瞬間湯沸器の項の３０の項に適

合すること。 

３２ 機器本体の見やすい箇所に容易に消えない方法で型式、ガス消費量（単位 キロワット）、

都市ガス用である旨、適用すべきガスグループ（省令別表第３の備考の適用すべきガスグ

ループの項の欄に掲げる記号）、定格電圧及び定格消費電力（交流電源を使用するものに限

る。）、定格周波数（電動機又は変圧器を有するものに限る。）、届出事業者の氏名又は名称、

国内登録ガス用品検査機関又は外国登録ガス用品検査機関の氏名又は名称、製造年月並び

に製造番号が表示されていること並びに適切な箇所に使用上の注意に関する事項が表示

されていること。 

開放燃焼式

若しくは密

閉燃焼式又

は屋外式の

ガス瞬間湯

沸器 

１～３２（略） 

３３ 自動運転機能を有するものにあっては、次に掲げる基準に適合すること。 

（１）赤熱する発熱体又は、炎に触れることができるものにあっては、点火動作を伴う自動運

転機能の操作ができないこと。 

（２）赤熱する発熱体又は、炎に触れることができるものにあっては、使用者の操作が一定時

間無かった場合、自動的に停止する機能を有すること 

（３）給湯のできるものであり、かつ出湯温度の設定ができるものにあっては、出湯温度(設

定温度)に対し+５℃以下であること。ただし、使用者が直接触れない出湯（暖房用のお

湯等）は除く 

（４）浴槽の温度設定ができるものにあっては、設定温度に対し+５℃以下であること。 

（５）取扱説明書にシャワー使用時・入浴時などには、お湯の温度を確かめてから使用する旨

の記載があること 

３４ 開放燃焼式のもの又は自然給排気式のものにあっては、遠隔操作機構(有線式のものを除

く。)を有しないものであること。 

３５ 遠隔操作機構を有するものにあっては、半密閉燃焼式ガス瞬間湯沸器の項の３０の項に適

合すること。ただし、（２）ハ（ハ）の「強制排気式」は「強制給排気式」と読み替えるも

のとする。 

３６ 機器本体の見やすい箇所に容易に消えない方法で型式、密閉燃焼式のものにあっては外壁

用、チャンバー用又は共用給排気筒用の別、屋外式のものにあっては屋外式である旨、ガ

ス消費量（単位 キロワット）、都市ガス用である旨、適用すべきガスグループ（省令別表

第３の備考の適用すべきガスグループの項の欄に掲げる記号）、定格電圧及び定格消費電

力（交流電源を使用するものに限る。）、定格周波数（電動機又は変圧器を有するものに限

る。）、届出事業者の氏名又は名称、製造年月並びに製造番号が表示されていること並びに

適切な箇所に使用上の注意に関する事項が表示されていること。 

３７ 開放燃焼式のものにあっては、機器本体の見やすい箇所に容易に消えない方法で「十分な

換気をしないと死亡事故に至るおそれがある。」旨の警告が、原則として赤系色の２０ポイ

ント以上の大きさの文字で表示されていること。 
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開放燃焼式

若しくは密

閉燃焼式又

は屋外式の

ガスストー

ブ 

１～３４（略） 

３５ 自動運転機能を有するものにあっては、次に掲げる基準に適合すること。 

（１）赤熱する発熱体又は、炎に触れることができるものにあっては、点火動作を伴う自動運

転機能の操作ができないこと。 

（２）赤熱する発熱体又は、炎に触れることができるものにあっては、使用者の操作が一定時

間無かった場合、自動的に停止する機能を有すること 

（３）温風温度は、温風吹き出し口から 1000mm(消費量が 7kW を超えるものは 1500mm)の温風

温度が 80℃以下であること 

３６ 開放燃焼式のもの（放射式のものに限る。）又は自然給排気式のものにあっては、遠隔操作

機構(有線式のものを除く。)を有しないものであること。 

３７ 遠隔操作機構を有するものにあっては、半密閉燃焼式ガス瞬間湯沸器の項の３０の項に適

合すること。ただし、（２）ハ（ハ）の「強制排気式」は「強制給排気式」と読み替えるも

のとする。 

３８ 機器本体の見やすい箇所に容易に消えない方法で型式、密閉燃焼式のものにあっては外壁

用、チャンバー用又は共用給排気筒用の別、屋外式のものにあっては屋外式である旨、ガ

ス消費量（単位 キロワット）、都市ガス用である旨、適用すべきガスグループ（省令別表

第３の備考の適用すべきガスグループの項の欄に掲げる記号）、定格電圧及び定格消費電

力（交流電源を使用するものに限る。）、定格周波数（電動機又は変圧器を有するものに限

る。）、届出事業者の氏名又は名称、製造年月並びに製造番号が表示されていること並びに

適切な箇所に使用上の注意に関する事項が表示されていること。 

３９ 開放燃焼式のものにあっては、機器本体の見やすい箇所に容易に消えない方法で「十分な

換気をしないと死亡事故に至るおそれがある。」旨の警告が、原則として赤系色の２０ポイ

ント以上の大きさの文字で表示されていること。 

４０ 取扱説明書に使用中離れないこと・可燃物を近くに置かない旨の記載があること 

 

密閉燃焼式

又は屋外式

のガスバー

ナー付ふろ

がま 

１～３２ （略） 

３３ 自動運転機能を有するものにあっては、次に掲げる基準に適合すること。 

（１）赤熱する発熱体又は、炎に触れることができるものにあっては、点火動作を伴う自動運

転機能の操作ができないこと。 

（２）赤熱する発熱体又は、炎に触れることができるものにあっては、使用者の操作が一定時

間無かった場合、自動的に停止する機能を有すること 

（３）給湯のできるものであり、かつ出湯温度の設定ができるものにあっては、出湯温度(設

定温度)に対し+５℃以下であること。ただし、使用者が直接触れない出湯（暖房用のお

湯等）は除く 

（４）浴槽の温度設定ができるものにあっては、設定温度に対し+５℃以下であること。 

（５）取扱説明書にシャワー使用時・入浴時などには、お湯の温度を確かめてから使用する旨

の記載があること 

３４ 自然給排気式のものにあっては、遠隔操作機構(有線式のものを除く。)を有しないもので

あること。 

３５ 遠隔操作機構を有するものにあっては、半密閉燃焼式ガス瞬間湯沸器の項の３０の項に適

合すること。ただし、（２）ハ（ハ）の「強制排気式」は「強制給排気式」と読み替えるも

のとする。 

３６ 機器本体の見やすい箇所に容易に消えない方法で型式、密閉燃焼式のものにあっては外壁

用、チャンバー用、共用給排気筒用等の別、屋外式のものにあっては屋外式である旨、ガ

ス消費量（単位 キロワット）、都市ガス用である旨、適用すべきガスグループ（省令別表

第３の備考の適用すべきガスグループの項の欄に掲げる記号）、定格電圧及び定格消費電

力（交流電源を使用するものに限る。）、定格周波数（電動機又は変圧器を有するものに限

る。）、届出事業者の氏名又は名称、製造年月並びに製造番号が表示されていること並びに

適切な箇所に使用上の注意に関する事項が表示されていること。 
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ガスこんろ １～３０ （略） 

３１ 自動運転機能を有するものにあっては、次に掲げる基準に適合すること。ただし、主とし

て液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律施行令第２条第１号に掲げ

る者が、業務の用に供するものにあっては（２）、（４）、（５）の適合は除く。 

（１）赤熱する発熱体又は、炎に触れることができるものにあっては、点火動作を伴う自動運

転機能の操作ができないこと。 

(２）赤熱する発熱体又は、炎に触れることができるものにあっては、使用者の操作が一定時

間無かった場合、自動的に停止する機能を有すること。 

（３）立ち消え安全装置もしくは、不点火を防止する機能を有すること。 

（４）調理油過熱防止装置を有すること。 

（５）煮こぼれがガス配管や電装品の端子部等にかからない構造であること。 

３２ 遠隔操作機構を有するものにあっては、器体スイッチ又はコントローラーの操作以外によ

っては、点火操作が行えないものであること。ただし、危険が生ずるおそれのないものに

あっては、この限りでない。 

（１）「器体スイッチ又はコントローラーの操作以外によっては、点火操作が行えないもの」

とは、電気用品の技術上の基準を定める省令の解釈について（平成２５年７月１日付け

２０１３０６０５商局第３号）別表第四 配線器具の１（２）ロ（イ）で定める「ａ 赤

外線を利用した遠隔操作機構」に適合するものを含む。 

（２）「危険が生ずるおそれがないもの」とは、通信回線（（１）に掲げるものを除く。）を利

用した遠隔操作機構を有するものであって、次の全てに適合するもの。 

イ 遠隔操作に伴う危険源がない又はリスク低減策を講じることにより遠隔操作に伴

う危険源がない機器と評価されるもの。 

ロ 通信回線が故障等により途絶しても遠隔操作される機器は安全状態を維持し、通信

回線に復旧の見込みがない場合は遠隔操作される機器の安全機能により安全な状

態が確保できること。 

ハ 遠隔操作される機器の近くにいる人の危険を回避するため、次に掲げる対策を講じ

ていること。 

（イ）手元操作が優先されること 

（ロ）遠隔操作される機器の近くにいる人により、容易に通信回線の切り離しができ

ること 

ニ 遠隔操作による動作が確実に行われるよう、次に掲げるいずれかの対策を講じるこ

と。 

（イ）操作結果のフィードバックの確認 

（ロ）動作保証試験の実施及び使用者への注意喚起の取扱説明書等への記載 

ホ 通信回線（（１）に掲げるもの及び公衆回線を除く。 ）において、次の対策を遠隔

操作機構により操作される機器に講じていること。 

（イ）操作機器の識別管理（遠隔操作により操作するものに限る。） 

（ロ）外乱に対する誤動作防止 

（ハ）通信回線接続時の再接続（常時ペアリングが必要な通信方式で、遠隔操作によ

り操作するものに限る。） 

ヘ 通信回線のうち、公衆回線を利用するものにあっては、回線の一時的途絶や故障等

により安全性に影響を与えない対策を講じること。 

ト 同時に外部の二箇所以上から機器の近くにいる人に危険が生ずるおそれのある相

反する遠隔操作を受けつけない対策を講じること。 

チ 適切な誤操作防止対策を講じること。 

リ 出荷状態において、遠隔操作機能を無効にすること。 

ヌ 炎に触れることができるものにあっては、遠隔操作機構の操作によって、点火操作

ができないこと。 

３３ 遠隔操作機構を有するものにあっては、容易に消火操作又は火力調整（遠隔操作される機

器の近くにいる人による操作を除く。）が行えないものであること。 

３４ 機器本体の見やすい箇所に容易に消えない方法で型式、ガス消費量（単位 キロワット）、

都市ガス用である旨、適用すべきガスグループ（省令別表第３の備考の適用すべきガスグ

ループの項の欄に掲げる記号）、定格電圧及び定格消費電力（交流電源を使用するものに限
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る。）、定格周波数（電動機又は変圧器を有するものに限る。）、届出事業者の氏名又は名称、

製造年月並びに製造番号が表示されていること並びに適切な箇所に使用上の注意に関す

る事項が表示されていること。 

３５ 機器本体の見やすい箇所に容易に消えない方法で、次の事項が表示されていること。 

（１）主として液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律施行令第２条第１

号に掲げる者が業務の用に供するものにあっては、業務用である旨 

（２）調理油過熱防止装置を有していない卓上型一口ガスこんろにあっては、揚げ物調理に

使用してはいけない旨 

（３）調理油過熱防止装置に高温モードを有しているものにあっては、高温モード使用時に

揚げ物調理をしてはいけない旨 

３６ 取扱説明書に使用中離れないこと・可燃物を近くに置かない旨の記載があること。 

 

 

（備考） 

省令（別表第３）に係る適合性の確認に際して使用する試験ガスについては、この運用に特段の定めをしているも

のを除き、原則として、日本産業規格Ｓ２０９３（２０１９）家庭用ガス燃焼機器の試験方法の５試験ガスに定める

規格に適合するガスによることと 

する。 

 

 [半密閉燃焼式ガス瞬間湯沸器] 

２について ～ ２８について  （略） 

２９について 

「自動運転機能」とは、点火操作（例：ONタイマー）、消火操作（例：OFFタイマー）、 能力調整（例：湯温）を自

動で行う機能をいう。ただし、燃焼を伴わない機能は除く(例：浴槽へのたし水）。 

３０について ～ ３２について（略） 

 

 

[半密閉燃焼式ガスストーブ] 

２について ～ ２９について  （略） 

３０について 

「自動運転機能」とは、点火操作（例：ONタイマー）、消火操作（例：OFFタイマー）、 能力調整（例：室温の調整）

を自動で行う機能をいう。ただし、燃焼を伴わない機能は除く。 

３１および３２について  （略） 

３３について  （略） 

 

[半密閉燃焼式ガスバーナー付ふろがま] 

２について ～ ２８について  （略） 

２９について 

「自動運転機能」とは、点火操作（例：ONタイマー）、消火操作（例：OFFタイマー）、 能力調整（例：湯温の調整）

を自動で行う機能をいう。ただし、燃焼を伴わない機能は除く(例：浴槽へのたし水）。 

３０および３１について  （略） 

３２について  （略） 

 

[ガスふろバーナー] 

（略） 

 

[開放燃焼式若しくは密閉燃焼式又は屋外式のガス瞬間湯沸器]  

２について ～ ３２について  （略） 

３３について 

「自動運転機能」とは、点火操作（例：ONタイマー）、消火操作（例：OFFタイマー）、 能力調整（例：湯温の調整）

を自動で行う機能をいう。ただし、燃焼を伴わない機能は除く(例：浴槽へのたし水）。 

３４および３５について  （略） 

３６について  （略） 

 

[開放燃焼式若しくは密閉燃焼式又は屋外式のガスストーブ]  

２について ～ ３４について  （略） 
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３５について 

「自動運転機能」とは、点火操作（例：ONタイマー）、消火操作（例：OFFタイマー）、 能力調整（例：室温の調整）

を自動で行う機能をいう。ただし、燃焼を伴わない機能は除く。 

３６および３７について  （略） 

３８について  （略） 

 

 

[密閉燃焼式又は屋外式のガスバーナー付ふろがま]  
２について ～ ３２について  （略） 

３３について 

「自動運転機能」とは、点火操作（例：ONタイマー）、消火操作（例：OFFタイマー）、 能力調整（例：湯温の調整）

を自動で行う機能をいう。ただし、燃焼を伴わない機能は除く(例：浴槽へのたし水）。 

３４および３５について  （略） 

３６について  （略） 

 

[ガスこんろ] 

２について ～ ３０について  （略） 

３１について 

「自動運転機能」とは、点火操作（例：ONタイマー）、消火操作（例：OFFタイマー）、 能力調整（例：油温の調整、

自動調理(レシピ送信)）を自動で行う機能をいう。ただし、燃焼を伴わない機能は除く。 

３２について ～ ３４について  （略） 
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液化石油ガス器具等の技術上の基準等に関する省令の運用について（案） 

 

液化石油ガス器具等の技術上の基準等に関する省令及び液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関す

る法律施行規則の一部を改正する省令（平成２８年経済産業省令第４号）により、液化石油ガス器具等の技術

上の基準等に関する省令（昭和４３年通商産業省令第２３号。以下「省令」という。）別表第３（第１１条、第

１３条関係）の改正を行った。これにより、技術的根拠に基づいて液化石油ガス器具等が同表に示す性能を満

たす場合は、技術上の基準に適合することとなる。以下の表は、省令の別表第３（第１１条、第１３条関係）

に示す性能を満たす技術的内容の例を参考までに示したものである。 

 

別表第３（第１１条、第１３条関係）に示す性能を満たす技術的内容の例 

液化石油ガス器

具等の区分 

技術的内容 

カートリッジ

ガスこんろ 

１～３２（略） 

半密閉式瞬間

湯沸器 

 

１～２８（略） 

２９ 自動運転機能を有するものにあっては、次に掲げる基準に適合すること。 

（１）赤熱する発熱体又は、炎に触れることができるものにあっては、点火動作を伴う自動

運転機能の操作ができないこと。 

（２）赤熱する発熱体又は、炎に触れることができるものにあっては、使用者の操作が一定

時間無かった場合、自動的に停止する機能を有すること 

（３）出湯温度の設定ができるものにあっては、出湯温度(設定温度)に対し+５℃以下である

こと。ただし、使用者が直接触れない出湯（暖房用のお湯等）は除く 

（４）取扱説明書にシャワー使用時・入浴時などには、お湯の温度を確かめてから使用する

旨の記載があること 

３０ 自然排気式のものにあっては、遠隔操作機構(有線式のものを除く。)を有しないもので

あること。  

３１ 遠隔操作機構を有するものにあっては、器体スイッチ又はコントローラーの操作以外に

よっては、点火操作が行えないものであること。ただし、危険が生ずるおそれのないも

のにあっては、この限りでない。 

（１）「器体スイッチ又はコントローラーの操作以外によっては、点火操作が行えないもの」

とは、電気用品の技術上の基準を定める省令の解釈について（平成２５年７月１日付け

２０１３０６０５商局第３号）別表第四 配線器具の１（２）ロ（イ）で定める「ａ 赤

外線を利用した遠隔操作機構」に適合するものを含む。 

（２）「危険が生ずるおそれのないもの」とは、通信回線（（１）に掲げるものを除く。）を利

用した遠隔操作機構を有するものであって、次の全てに適合するもの。 

イ 遠隔操作に伴う危険源がない又はリスク低減策を講じることにより遠隔操作に伴う

危険源がない機器と評価されるもの。 

ロ 通信回線が故障等により途絶しても遠隔操作される機器は安全状態を維持し、通信回

線に復旧の見込みがない場合は遠隔操作される機器の安全機能により安全な状態が

確保できること。 

ハ 遠隔操作される機器の近くにいる人の危険を回避するため、次に掲げる対策を講じて

いること。 

（イ）手元操作が優先されること 

（ロ）遠隔操作される機器の近くにいる人により、容易に通信回線の切り離しができるこ

と 

（ハ）強制排気式のものにあっては、故障等により排気用送風機が作動しない時には、液

化石油ガス器具等の遠隔操作による点火操作を行えないようにすること 

ニ 遠隔操作による動作が確実に行われるよう、次に掲げるいずれかの対策を講じるこ
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と。 

（イ）操作結果のフィードバックの確認 

（ロ）動作保証試験の実施及び使用者への注意喚起の取扱説明書等への記載 

ホ 通信回線（（１）に掲げるもの及び公衆回線を除く。）において、次の対策を遠隔操作

機構により操作される機器に講じていること。 

（イ）操作機器の識別管理（遠隔操作により操作するものに限る。） 

（ロ）外乱に対する誤動作防止 

（ハ）通信回線接続時の再接続（常時ペアリングが必要な通信方式で、遠隔操作により操

作するものに限る。）） 

ヘ 通信回線のうち、公衆回線を利用するものにあっては、回線の一時的途絶や故障等に

より安全性に影響を与えない対策を講じること。 

ト 同時に外部の二箇所以上から機器の近くにいる人に危険が生ずるおそれのある相反

する遠隔操作を受けつけない対策を講じること。 

チ 適切な誤操作防止対策を講じること。 

リ 出荷状態において、遠隔操作を無効にすること。 

ヌ 赤熱する発熱体又は、炎に触れることができるものにあっては、遠隔操作機構の操作

によって、点火操作ができないこと。 

３２ 機器本体の見やすい箇所に容易に消えない方法で型式、液化石油ガス消費量（単位キロ

ワット）、液化石油ガス用である旨、定格電圧及び定格消費電力（交流電源を使用するも

のに限る。）、定格周波数（電動機又は変圧器を有するものに限る。）、届出事業者の氏名

又は名称、国内登録検査機関又は外国登録検査機関の氏名又は名称、製造年月並びに製

造番号が表示されていること並びに適切な箇所に使用上の注意に関する事項が表示され

ていること。 

半密閉式バー

ナー付ふろが

ま 

 

１～２８（略） 

２９ 自動運転機能を有するものにあっては、次に掲げる基準に適合すること。 

（１）赤熱する発熱体又は、炎に触れることができるものにあっては、点火動作を伴う自動

運転機能の操作ができないこと。 

（２）赤熱する発熱体又は、炎に触れることができるものにあっては、使用者の操作が一定

時間無かった場合、自動的に停止する機能を有すること 

（３）給湯のできるものであり、かつ出湯温度の設定ができるものにあっては、出湯温度(設

定温度)に対し+５℃以下であること。ただし、使用者が直接触れない出湯（暖房用の

お湯等）は除く 

（４）浴槽の温度設定ができるものにあっては、設定温度に対し+５℃以下であること。 

（５）取扱説明書にシャワー使用時・入浴時などには、お湯の温度を確かめてから使用する

旨の記載があること 

３０ 自然排気式のものにあっては、遠隔操作機構(有線式のものを除く。)を有しないもので

あること。 

３１ 遠隔操作機構を有するものにあっては、半密閉式瞬間湯沸器の項の３０の基準に適合す

ること。 

３２ 機器本体の見やすい箇所に容易に消えない方法で型式、液化石油ガス消費量（単位キロ

ワット）、液化石油ガス用である旨、定格電圧及び定格消費電力（交流電源を使用するも

のに限る。）、定格周波数（電動機又は変圧器を有するものに限る。）、届出事業者の氏名

又は名称、国内登録検査機関又は外国登録検査機関の氏名又は名称、製造年月並びに製

造番号が表示されていること並びに適切な箇所に使用上の注意に関する事項が表示され

ていること 

ふろがま １～７（略） 

ふろバーナー １～９（略） 

半密閉式スト

ーブ 

 

１～２８（略） 

２９ 自動運転機能を有するものにあっては、次に掲げる基準に適合すること。 

（１）赤熱する発熱体又は、炎に触れることができるものにあっては、点火動作を伴う自動

運転機能の操作ができないこと。 

（２）赤熱する発熱体又は、炎に触れることができるものにあっては、使用者の操作が一定
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時間無かった場合、自動的に停止する機能を有すること 

（３）温風温度は、温風吹き出し口から 1000mm(消費量が 7kWを超えるものは 1500mm)の温風

温度が 80℃以下であること 

３０ 自然排気式のものにあっては、遠隔操作機構(有線式のものを除く。)を有しないもので

あること。 

３１ 遠隔操作機構を有するものにあっては、半密閉式瞬間湯沸器の項の３０の基準に適合す

ること。 

３２ 機器本体の見やすい箇所に容易に消えない方法で型式、液化石油ガス消費量（単位キロ

ワット）、液化石油ガス用である旨、定格電圧及び定格消費電力（交流電源を使用するも

のに限る。）、定格周波数（電動機又は変圧器を有するものに限る。）、届出事業者の氏名

又は名称、国内登録検査機関又は外国登録検査機関の氏名又は名称、製造年月並びに製

造番号が表示されていること並びに適切な箇所に使用上の注意に関する事項が表示され

ていること。 

３３ 取扱説明書に可燃物を近くに置かない旨の記載があること 

 

ガス栓 １～３５（略） 

調整器 １～２０（略） 

一般ガスこん

ろ 

 

１～３０（略） 

３１ 自動運転機能を有するものにあっては、次に掲げる基準に適合すること。ただし、主と

して液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律施行令第２条第１号に掲

げる者が、業務の用に供するものにあっては（２）、（４）、（５）の適合は除く。 

（１）赤熱する発熱体又は、炎に触れることができるものにあっては、点火動作を伴う自動

運転機能の操作ができないこと。 

(２）赤熱する発熱体又は、炎に触れることができるものにあっては、使用者の操作が一定

時間無かった場合、自動的に停止する機能を有すること。 

（３）立ち消え安全装置もしくは、不点火を防止する機能を有すること。 

（４）調理油過熱防止装置を有すること。 

（５）煮こぼれがガス配管や電装品の端子部等にかからない構造であること。 

３２ 遠隔操作機構を有するものにあっては、器体スイッチ又はコントローラーの操作以外に

よっては、点火操作が行えないものであること。ただし、危険が生ずるおそれのないも

のにあっては、この限りでない。 

（１）「器体スイッチ又はコントローラーの操作以外によっては、点火操作が行えないもの」

とは、電気用品の技術上の基準を定める省令の解釈について（平成２５年７月１日付

け２０１３０６０５商局第３号）別表第四 配線器具の１（２）ロ（イ）で定める「ａ 

赤外線を利用した遠隔操作機構」に適合するものを含む。 

（２）「危険が生ずるおそれのないもの」とは、通信回線（（１）に掲げるものを除く。）を利

用した遠隔操作機構を有するものであって、次の全てに適合するもの。 

イ 遠隔操作に伴う危険源がない又はリスク低減策を講じることにより遠隔操作に伴う

危険源がない機器と評価されるもの。 

ロ 通信回線が故障等により途絶しても遠隔操作される機器は安全状態を維持し、通信回

線に復旧の見込みがない場合は遠隔操作される機器の安全機能により安全な状態が

確保できること。 

ハ 遠隔操作される機器の近くにいる人の危険を回避するため、次に掲げる対策を講じて

いること。 

（イ）手元操作が優先されること 

（ロ）遠隔操作される機器の近くにいる人により、容易に通信回線の切り離しができるこ

と 

ニ 遠隔操作による動作が確実に行われるよう、次に掲げるいずれかの対策を講じるこ

と。 

（イ）操作結果のフィードバックの確認 

（ロ）動作保証試験の実施及び使用者への注意喚起の取扱説明書等への記載 

ホ 通信回線（（１）に掲げるもの及び公衆回線を除く。）において、次の対策を遠隔操作
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機構により操作される機器に講じていること。 

（イ）操作機器の識別管理（遠隔操作により操作するものに限る。） 

（ロ）外乱に対する誤動作防止 

（ハ）通信回線接続時の再接続（常時ペアリングが必要な通信方式で、遠隔操作により操

作するものに限る。）） 

ヘ 通信回線のうち、公衆回線を利用するものにあっては、回線の一時的途絶や故障等によ

り安全性に影響を与えない対策を講じること。 

ト 同時に外部の二箇所以上から機器の近くにいる人に危険が生ずるおそれのある相反す

る遠隔操作を受けつけない対策を講じること。 

チ 適切な誤操作防止対策を講じること。 

リ 出荷状態において、遠隔操作を無効にすること。 

ヌ 炎に触れることができるものにあっては、遠隔操作機構の操作によって、点火操作がで

きないこと。 

３３ 遠隔操作機構を有するものにあっては、容易に消火操作又は火力調整（遠隔操作される

機器の近くにいる人による操作を除く。）が行えないものであること。 

３４ 機器本体の見やすい箇所に容易に消えない方法で型式、液化石油ガス消費量（単位 キ

ロワット）、液化石油ガス用である旨、定格電圧及び定格消費電力（交流電源を使用する

ものに限る。）、定格周波数（電動機又は変圧器を有するものに限る。）、届出事業者の氏

名又は名称、製造年月並びに製造番号が表示されていること並びに適切な箇所に使用上

の注意に関する事項が表示されていること。 

３５ 機器本体の見やすい箇所に容易に消えない方法で、次の事項が表示されていること。 

（１）主として液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律施行令第２条第１

号に掲げる者が業務の用に供するものにあっては、業務用である旨 

（２）調理油過熱防止装置を有していない卓上型一口ガスこんろにあっては、揚げ物調理に

使用してはいけない旨 

（３）調理油過熱防止装置に高温モードを有しているものにあっては、高温モード使用時に

揚げ物調理をしてはいけない旨 

３６ 取扱説明書に使用中離れないこと・可燃物を近くに置かない旨の記載があること 

 

開放式若しく

は密閉式又は

屋外式瞬間湯

沸器 

１～３２（略） 

３３ 自動運転機能を有するものにあっては、次に掲げる基準に適合すること。 

（１）赤熱する発熱体又は、炎に触れることができるものにあっては、点火動作を伴う自動

運転機能の操作ができないこと。 

（２）赤熱する発熱体又は、炎に触れることができるものにあっては、使用者の操作が一定

時間無かった場合、自動的に停止する機能を有すること 

（３）出湯温度の設定ができるものにあっては、出湯温度(設定温度)に対し+５℃以下である

こと。ただし、使用者が直接触れない出湯（暖房用のお湯等）は除く 

（４）取扱説明書にシャワー使用時・入浴時などには、お湯の温度を確かめてから使用する

旨の記載があること 

３４ 開放式のもの又は自然給排気式のものにあっては、遠隔操作機構(有線式のものを除く。)

を有しないものであること。 

３５ 遠隔操作機構を有するものにあっては、半密閉式瞬間湯沸器の項の３０の基準に適合す

ること。ただし、（２）ハ（ハ）の「強制排気式」は「強制給排気式」と読み替えるもの

とする。 

３６ 機器本体の見やすい箇所に容易に消えない方法で型式、密閉燃焼式のものにあっては外

壁用、チャンバー用、共用給排気筒用等の別、屋外式のものにあっては屋外式である旨、

液化石油ガス消費量（単位キロワット）、液化石油ガス用である旨、定格電圧及び定格消

費電力（交流電源を使用するものに限る。）、定格周波数（電動機又は変圧器を有するも

のに限る。）、届出事業者の氏名又は名称、製造年月並びに製造番号が表示されているこ

と並びに適切な箇所に使用上の注意に関する事項が表示されていること。 

３７ 開放式のものにあっては、機器本体の見やすい箇所に容易に消えない方法で「十分な換

気をしないと死亡事故に至るおそれがある。」旨の警告が、原則として赤系色の２０ポイ

ント以上の大きさの文字で表示されていること。 
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高圧ホース １～１３（略） 

密閉式又は屋

外式バーナー

付ふろがま 

 

１～３２（略） 

３３ 自動運転機能を有するものにあっては、次に掲げる基準に適合すること。 

（１）赤熱する発熱体又は、炎に触れることができるものにあっては、点火動作を伴う自動

運転機能の操作ができないこと。 

（２）赤熱する発熱体又は、炎に触れることができるものにあっては、使用者の操作が一定

時間無かった場合、自動的に停止する機能を有すること 

（３）給湯のできるものであり、かつ出湯温度の設定ができるものにあっては、出湯温度(設

定温度)に対し+５℃以下であること。ただし、使用者が直接触れない出湯（暖房用の

お湯等）は除く 

（４）浴槽の温度設定ができるものにあっては、設定温度に対し+５℃以下であること。 

（５）取扱説明書にシャワー使用時・入浴時などには、お湯の温度を確かめてから使用する

旨の記載があること 

３４ 自然給排気式のものにあっては、遠隔操作機構(有線式のものを除く。)を有しないもの

であること。 

３５ 遠隔操作機構を有するものにあっては、半密閉式瞬間湯沸器の項の３０の基準に適合す

ること。ただし、（２）ハ（ハ）の「強制排気式」は「強制給排気式」と読み替えるもの

とする。 

３６ 機器本体の見やすい箇所に容易に消えない方法で型式、密閉燃焼式のものにあっては外

壁用、チャンバー用、共用給排気筒用等の別、屋外式のものにあっては屋外式である旨、

液化石油ガス消費量（単位 キロワット）、液化石油ガス用である旨、定格電圧及び定格

消費電力（交流電源を使用するものに限る。）、定格周波数（電動機又は変圧器を有する

ものに限る。）、届出事業者の氏名又は名称、製造年月並びに製造番号が表示されている

こと及び適切な箇所に使用上の注意に関する事項が表示されていること。 

 

開放式若しく

は密閉式又は

屋外式ストー

ブ 

 

１～３４（略） 

３４の２ 自動運転機能を有するものにあっては、次に掲げる基準に適合すること。 

（１）赤熱する発熱体又は、炎に触れることができるものにあっては、点火動作を伴う自動

運転機能の操作ができないこと。 

（２）赤熱する発熱体又は、炎に触れることができるものにあっては、使用者の操作が一定

時間無かった場合、自動的に停止する機能を有すること 

（３）温風温度は、温風吹き出し口から 1000mm(消費量が 7kWを超えるものは 1500mm)の温風

温度が 80℃以下であること 

３４の３ 開放燃焼式のもの（放射式のものに限る。）又は自然給排気式のものにあっては、遠

隔操作機構(有線式のものを除く。)を有しないものであること。 

３４の４ 遠隔操作機構を有するものにあっては、半密閉式瞬間湯沸器の項の３０の基準に適合

すること。ただし、（２）ハ（ハ）の「強制排気式」は「強制給排気式」と読み替え

るものとする。 

３４の５ 取扱説明書に可燃物を近くに置かない旨の記載があること 

３５～３７（略） 

ガス漏れ警報器 １～１７（略） 

低圧ホース １～８（略） 

対震遮断器 １～１９（略） 

 
（備考） 

 省令（別表第３）に係る適合性の確認に際して使用する試験ガスについては、この運用に特段の定めをしている

ものを除き、原則として、日本産業規格Ｓ２０９３（２０１９）家庭用ガス燃焼機器の試験方法の５試験ガスに定め

る規格に適合するガスによることとする。 

 

［カートリッジガスこんろ］ （略） 
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［半密閉式瞬間湯沸器］ 

２について ～ ２８について  （略） 

２９について 

「自動運転機能」とは、点火操作（例：ONタイマー）、消火操作（例：OFFタイマー）、 能力調整（例：湯温）を自

動で行う機能をいう。ただし、燃焼を伴わない機能は除く(例：浴槽へのたし水）。 

３０について ～ ３２について  （略） 

 

［半密閉式バーナー付ふろがま］ 

２について ～ ２８について  （略） 

２９について 

「自動運転機能」とは、点火操作（例：ONタイマー）、消火操作（例：OFFタイマー）、 能力調整（例：湯温）を自

動で行う機能をいう。ただし、燃焼を伴わない機能は除く(例：浴槽へのたし水）。 

３０及び３１について （略） 

３２について  （略） 

 

［ふろがま ］ （略） 

 

［ふろバーナー］（略） 

 

［半密閉式ストーブ］ 

２について ～ ２８について  （略） 

２９について 

「自動運転機能」とは、点火操作（例：ONタイマー）、消火操作（例：OFFタイマー）、 能力調整（例：室温の調整）

を自動で行う機能をいう。ただし、燃焼を伴わない機能は除く。 

３０及び３１について（略） 

３２について （略） 

 

［ガス栓］  （略） 

 

［調整器］  （略） 

 

［一般ガスこんろ］ 

２について ～ ３０について （略） 

３１について 

「自動運転機能」とは、点火操作（例：ONタイマー）、消火操作（例：OFFタイマー）、 能力調整（例：油温の調整、

自動調理(レシピ送信)）を自動で行う機能をいう。ただし、燃焼を伴わない機能は除く。 

３２について ～ ３５について （略） 

 

［開放式若しくは密閉式又は屋外式瞬間湯沸器］ 

２について ～ ３２について （略） 

３３について 

「自動運転機能」とは、点火操作（例：ONタイマー）、消火操作（例：OFFタイマー）、 能力調整（例：湯温）を自

動で行う機能をいう。ただし、燃焼を伴わない機能は除く(例：浴槽へのたし水）。 

３４及び３５について （略） 

３６について （略） 

 

［高圧ホース］ （略） 

 

［密閉式又は屋外式バーナー付ふろがま］ 

２について ～ ３２について （略） 

３３について 

「自動運転機能」とは、点火操作（例：ONタイマー）、消火操作（例：OFFタイマー）、 能力調整（例：湯温）を自

動で行う機能をいう。ただし、燃焼を伴わない機能は除く(例：浴槽へのたし水）。 

３４について （略） 

 

［開放式若しくは密閉式又は屋外式ストーブ］ 

２について ～ ３４について （略） 

３４の２について 



 

- 47 - 

「自動運転機能」とは、点火操作（例：ONタイマー）、消火操作（例：OFFタイマー）、 能力調整（例：室温の調整）

を自動で行う機能をいう。ただし、燃焼を伴わない機能は除く。 

３４の３及び３４の４について （略） 

３５について （略） 

３６     （略） 

３７     （略） 

 

［ガス漏れ警報器］ （略） 

［低圧ホース］   （略） 

［対震遮断器］   （略） 
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第 3章 長期使用時・経年劣化時の安全対策の検討 

 

3.1 検討範囲 

3.1.1 背景 

平成 19年において、小型ガス瞬間湯沸器に係る死亡事故など、製品の経年劣化が主な原因

となる重大事故が発生していたことから、消費生活用製品安全法が平成 19 年 11 月に改正さ

れ、平成 21年 4月に改正後の消費生活用製品安全法が施行された。これに伴い、経年劣化に

よる重大事故の発生の恐れが高い製品に対しては、経年劣化に伴う事故の未然防止のために、

長期使用製品安全点検制度が設けられた。長期使用製品安全点検制度において、経年劣化に

より安全上支障が生じ、一般消費者の生命又は身体に対して特に重大な危害を及ぼすおそれ

が多いと認められる製品であって、使用状況等からみてその適切な保守を促進することが適

当なものに対して、消費生活用製品安全法第 2 条 4 項により「特定保守製品」として指定さ

れるようになった。ガス事業法で指定されているガス用品及び、液化石油ガスの保安の確保

及び取引の適正化に関する法律(以下、液石法)で指定されているガス器具においては、屋内

式ガスバーナー付ふろがま、屋内式ガス瞬間湯沸器が特定保守製品として指定されている。

また、消費生活用製品安全法第 2条 6項にて、「事故のうち、発生し、又は発生するおそれが

ある危害が重大であるもの」として、当該危害の内容又は事故の態様に関し政令で定める要

件に該当するものを「重大製品事故」、消費生活用製品安全法施工令第 5条にて具体的な事故

事象を死亡事故・治療期間 30日以上の負傷・疾病を伴う事故・後遺障害事故・一酸化炭素中

毒事故・火災と定義し、消費生活用製品安全法第 35条にて製造・輸入事業者に対して重大製

品事故が生じた場合は、報告義務が課せられるようになった。 

消費生活用製品安全法が改正されたことで、長期使用製品安全点検制度施行後、経年劣化に

伴う事故発生率が低下してきていることから（表3.1）、令和2年3月の経済産業省「経年劣化事

故への対応検討委員会」にて、消費生活用製品安全法における長期使用製品安全点検制度の特

定保守製品の見直しが検討された。同年9月に開催された経済産業省「製品安全部会」の中で、

「消費経済審議会」へガス燃焼機器を外すことを含む諮問がなされ、承諾する旨の答申がされ

た。しかしながら、今後も事故発生率低下に向けた継続的な取り組みが必要である事から、「経

年劣化事故への対応検討委員会」において技術基準化等の対策が検討され、開放式ガス瞬間湯

沸器/瞬間湯沸器については、技術基準化にて既に対応済みとし、密閉式自然給排気式バーナ

ー付ふろがま/密閉燃焼式自然給排気式ガスバーナー付ふろがま(以下、BF式バーナー付ふろが

ま)は、既に業界内で実施している自主的な取り組みを技術基準化することとなった。今後の

課題として、半密閉式自然排気式バーナー付ふろがま/半密閉燃焼式自然排気式ガスバーナー

付ふろがま(以下、CF式バーナー付ふろがま)、半密閉式強制排気式バーナー付ふろがま/半密

閉燃焼式強制排気式ガスバーナー付ふろがま（以下、FE式バーナー付ふろがま）、半密閉式自

然排気式瞬間湯沸器/半密閉燃焼式自然排気式ガス瞬間湯沸器(以下、CF式瞬間湯沸器)、半密

閉式強制排気式瞬間湯沸器/半密閉燃焼式強制排気式ガス瞬間湯沸器(以下、FE式瞬間湯沸器)、

密閉式強制給排気式バーナー付ふろがま/密閉燃焼式強制給排気式ガスバーナー付ふろがま

(以下、FF式バーナー付ふろがま)、密閉式強制給排気式瞬間湯沸器/密閉燃焼式強制給排気式















- 55 - 

 

3.3.3 事故事例に対する業界へのヒアリング 

3.3.2 における各経年劣化に起因する事故事例ごとに、現行機器での対応状況について、

一般社団法人日本ガス石油機器工業会へヒアリングを行った。その結果を以下に記載する。 

 

(1) CF式バーナー付ふろがま 

・事例 No.1-1 

平成 19 年(2007 年)にガス用品の技術上の基準等に関する省令及び液化石油ガス

器具等の技術上の基準等に関する省令において、不完全燃焼防止装置の搭載が規定

された。そのため、現行機器では、不完全燃焼防止装置が作動し運転が停止すると

思われる。 

 

(2) CF式瞬間湯沸器 

・事例 No.2-1及び事例 No.2-2 

現在、CF式瞬間湯沸器は生産をしておらず、今後も生産する予定は無い状態であ

る。また、ガス事業法における特定ガス用品、液化石油ガスの保安の確保及び取引

の適正化に関する法律における特定液化石油ガス器具等に該当するため、国内登録

検査機関による適合性検査を受検が必須となるが、平成 25 年 5 月に有効期限が失

効したのを最後に、新規申請は無い状況である。 

現在では、スピンドルによるガス閉止機構ではなく、電子制御によるガス電磁弁

方式を搭載した FE式や FF式に置き換えが進んでいる。 

 

(3) FE式バーナー付ふろがま 

・事例 No.3-1 

平成 19 年(2007 年)にガス用品の技術上の基準等に関する省令及び液化石油ガス

器具等の技術上の基準等に関する省令において、不完全燃焼防止装置の搭載が規定

された。そのため、現行機器では給気部にチリ・埃が付着した段階で、不完全燃焼

防止装置が作動し運転が停止したと思われる。 

 

(4) FE式瞬間湯沸器 

・事例 No.4-1及び事例 No.4-2 

本事例は同じ機種での事故である。不完全燃焼防止装置により検知する事が可能

と思われる。ファンが故障した場合、空燃比が変わるため、安定した燃焼が継続出

来ず、不完全燃焼防止装置により運転を停止する。 

・事例 No.4-3 

埃や煤によって燃焼状態が悪化した時点で不完全燃焼防止装置により検知する

事が可能と思われる。 
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・事例 No.4-4 

不完全燃焼防止装置により検知する事が可能と思われる。ファンが故障した場合、

空燃比が変わるため、安定した燃焼が継続出来ず、不完全燃焼防止装置により運転

を停止する。 

・事例 No.4-5 

給気不足による燃焼状態の悪化を、不完全燃焼防止装置により検知する事が可能

であると思われる。 

・事例 No.4-6について 

埃や煤によって燃焼状態が悪化した時点で不完全燃焼防止装置により検知する

事が可能と思われる。また、熱交換部が異常な高温になった場合においても、熱交

換部損傷安全装置により、温度ヒューズ等により機器の動作を停止させることが可

能と思われる。 

・事例 No.4-7について 

機器内部にホコリが堆積し、燃焼バランスの崩れによって炎に偏りが生じた場合

は、不完全燃焼防止装置等により運転が停止したと思われる。 

 

(5) FF式瞬間湯沸器 

・事例 No.5-1について 

熱交換部に閉塞等の異常が生じた場合、熱交換部損傷安全装置により運転が停止

すると思われる。 
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 3.4.2 事故事例に対する考察 

平成 8年(1996年)から平成 31年(2019年)に至るまでの CF式、FE式、FF式の瞬間湯沸器及

びバーナー付ふろがまに対する経年劣化に起因する事故事例を分析したところ、主な事故事象

は 12 件中 6 件が一酸化炭素中毒によるものであり、6 件が火災・焼損であった。主な要因と

して、機器内部の埃や、塵、煤等の汚れが 7件であり、3件が排気ファン故障、排気接続不良

が 1件、排気閉塞が 1件であった。各事故事例に対する検討は、公開されている情報から、一

般社団法人日本ガス石油機器工業会へのヒアリングと委員会での議論も踏まえつつ以下のよ

うに考察した。 

 

(1) CF式/FE式 瞬間湯沸器、バーナー付ふろがまの事故要因の考察 

   ・機器内部の埃や、塵、煤等の汚れ 

⇒埃や塵が給気閉塞や部分的なバーナーの閉塞によって不完全燃焼が生じる。不完全燃焼

防止装置が搭載されていない場合、機器内部の熱交換器への埃や塵の堆積が進行し、異

常過熱等に至る恐れがある。不完全燃焼防止装置(平成 19年 4月義務化)を搭載していれ

ば、給気閉塞や部分的なバーナーの閉塞の時点で異常を検知する事が可能と思われる。 

 

・ファン故障 

⇒ファンが故障した場合、空燃比が変わるため、安定した燃焼が継続出来ず、不完全燃焼防

止装置により運転を停止すると考えられる。また、事故事例よりファン故障が起きた機

器は 1984年以前に製造された機器と推測される。現行機器と異なり、風を検知してスイ

ッチが入る事でファンの作動を検知する機構のものである。現行機器は、マイコンによ

ってファンの回転数を検知している機器が多いため、事故事例にあるようなスイッチの

劣化に起因する故障は、現行機器では起こりにくいと思われる。 

 

 

(2) FF式の瞬間湯沸器、バーナー付ふろがまの事故要因の考察 

・煤詰まりなどにより熱交換器に異常が生じた場合 

⇒事故事例では圧力逃し弁があったことで、燃焼室外に炎の溢れが生じていたが、現行機

器においては、圧力逃し弁を有している構造の機器はないため、熱交換器内の圧力上昇

時などの異常時は、温度が異常に高温になることから熱交換部損傷時安全装置の温度ヒ

ューズなどによって機器を停止すると思われる。 
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 3.4.3 経年劣化事故が報告されていない品目に対する検討 

 

(1) 経年劣化事故が報告されていない品目 

BF式瞬間湯沸器、FE式バーナー付ふろがま 

   

(2) BF式瞬間湯沸器、FE式バーナー付ふろがまに対する考察 

〇BF式瞬間湯沸器 

・BF式のふろがまにおいては、「経年劣化事故対応検討委員会」において、既に、冠水時の

異常着火に対する基準が技術基準化することが結論づけられた。一方で、BF 式瞬間湯沸

器の場合、ふろがまと異なり浴室内に設置する仕様は想定しにくく、冠水の恐れはない。 

・BF 式瞬間湯沸器は、一般社団法人日本ガス石油機器工業会へのヒアリングにおいて、現

在生産が無く、今後も生産する予定がないとのことであった。なお、平成 22年以降、生

産がされていない事は確認出来ている。 

〇FF式バーナー付ふろがま 

・設置形態も変わらないため、FF式瞬間湯沸器同様の整理で良いと判断した。 

 

 

BF式瞬間湯沸器、FF式バーナー付ふろがま、いづれの品目においても、品目特有に起こる

経年劣化事故は想定しにくいため、他の品目同様現行機器にて対応可能と判断した。 

 

3.5 検討結果とまとめ 

CF 式、FE 式、FF 式の機器において、昭和 43 年 3 月に省令による基準化が行われて以降、

様々な安全装置に対して技術基準による規定がなされてきた。平成 4年(1992年)2月に熱交

換部損傷安全装置が義務化が図られてきたが、更に平成 19 年(2007 年)4 月には不完全燃焼

防止装置が義務化されたことで、現行機器においては、平成 19 年(2007 年)以前の機器と比

べて安全性は向上していると考えられる。半密閉式の機器の事故事例で多かった埃や塵など

が要因となって生じる事象に対しては、不完全燃焼防止装置は重要である。密閉式の機器に

対しては、技術基準において、給排気部の気密性を有する事が規定されており、ケーシング

も含めた気密構成部の気密性を確認している。そのため、燃焼排ガスが逆流してくる恐れは

低く、埃や塵に対して室内から侵入する恐れも少ない。このような理由は、埃や塵に対して

の事故事例が半密閉式の機器と比べて少ない要因の 1つであると思われる。また、密閉式の

現行機器は、事故事例にあげられるような圧力逃し口を持たない構造になっていることから、

燃焼ガスが機内にあふれる恐れは少ない。従って、熱交換部に異常が生じた際は熱交換部損

傷時安全装置の温度ヒューズなどにより機器は停止させられると考えられる。 

よって、特定保守製品の指定対象品目から外れた場合においても、これまでの特定保守製

品以外の品目と同等の安全性を担保できていると考えられることから、現行の技術上の基準

の見直しは不要と思われる。 
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第 4章 まとめと提言 

 

4.1 ガス燃焼機器に係る自動運転機能に関する技術基準の策定 

既存製品における自動運転機能の実態調査として、一般社団法人日本ガス石油機器工業会への

ヒアリング行った上で、実機検証と自動運転機能のリスク分析を行った。さらに、電気用品安全

法で定められた電気用品に対する法規則や、当該電気用品と類似する液化石油ガス器具等・ガス

用品の自動運転機能に起因する事故事例調査を行った。それらを踏まえて、委員会で審議した結

果、技術基準(案)と提言を下記の通り整理した。 

 

   《追加提案する技術基準(案)》 

◎ 一般こんろ／ガスこんろ 

1. 自動運転機能を有するものにあっては、次に掲げる基準に適合すること。ただし、主

として液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律施行令第 2条第 1号に

掲げる者が、業務の用に供するものにあっては（2）、（4）、（5）の適合は除く。 

(1) 赤熱する発熱体又は、炎に触れることができるものにあっては、点火動作を伴う

自動運転機能の操作ができないこと。 

(2) 赤熱する発熱体又は、炎に触れることができるものにあっては、使用者の操作が

一定時間無かった場合、自動的に停止する機能を有すること。 

(3) 立ち消え安全装置もしくは、不点火を防止する機能を有すること。 

(4) 調理油過熱防止装置を有すること。 

(5) 煮こぼれがガス配管や電装品の端子部等にかからない構造であること。 

 

2. 取扱説明書に使用中離れないこと・可燃物を近くに置かない旨の記載があること。 

 

◎ 半密閉式ストーブ／半密閉燃焼式ガスストーブ 

◎ 開放燃焼式若しくは密閉燃焼式屋外式ストーブ／開放燃焼式若しくは密閉燃焼式屋外式

のガスストーブ 

1. 自動運転機能を有するものにあっては、次に掲げる基準に適合すること。 

(1) 赤熱する発熱体又は、炎に触れることができるものにあっては、点火動作を伴

う自動運転機能の操作ができないこと。 

(2) 赤熱する発熱体又は、炎に触れることができるものにあっては、使用者の操作

が一定時間無かった場合、自動的に停止する機能を有すること 

(3) 温風温度は、温風吹き出し口から 1000mm(消費量が 7kWを超えるものは 1500mm)

の温風温度が 80℃以下であること 

2. 取扱説明書に可燃物を近くに置かない旨の記載があること 
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◎ 半密閉式瞬間湯沸器／半密閉燃焼式ガス瞬間湯沸器 

◎ 開放燃焼式若しくは密閉燃焼式又は屋外式瞬間湯沸器／開放燃焼式若しくは密閉燃焼式

又は屋外式のガス瞬間湯沸器 

1. 自動運転機能を有するものにあっては、次に掲げる基準に適合すること。 

(1) 赤熱する発熱体又は、炎に触れることができるものにあっては、点火動作を伴 

う自動運転機能の操作ができないこと。 

(2) 赤熱する発熱体又は、炎に触れることができるものにあっては、使用者の操作 

が一定時間無かった場合、自動的に停止する機能を有すること 

(3) 出湯温度の設定ができるものにあっては、出湯温度(設定温度)に対し+5℃以下 

であること。ただし、使用者が直接触れない出湯（暖房用のお湯等）は除く 

(4) 取扱説明書にシャワー使用時・入浴時などには、お湯の温度を確かめてから使 

用する旨の記載があること 

 

◎ 半密閉式バーナ付ふろがま／半密閉燃焼式ガスバーナ付ふろがま 

◎ 密閉式又は屋外式バーナ付ふろがま／密閉燃焼式又は屋外式のガスバーナ付ふろがま 

1. 自動運転機能を有するものにあっては、次に掲げる基準に適合すること。 

(1) 赤熱する発熱体又は、炎に触れることができるものにあっては、点火動作を伴

う自動運転機能の操作ができないこと。 

(2) 赤熱する発熱体又は、炎に触れることができるものにあっては、使用者の操作

が一定時間無かった場合、自動的に停止する機能を有すること 

(3) 給湯のできるものであり、かつ出湯温度の設定ができるものにあっては、出湯

温度(設定温度)に対し+5℃以下であること。ただし、使用者が直接触れない出湯

（暖房用のお湯等）は除く 

(4) 浴槽の温度設定ができるものにあっては、設定温度に対し+5℃以下であるこ

と。 

(5) 取扱説明書にシャワー使用時・入浴時などには、お湯の温度を確かめてから使

用する旨の記載があること 

 

 

《提言》 

本事業において、リスク分析・検討を行い、新たなリスクとして考えられたのは、使用者の

意識の変化である。特にこんろは、全ての機種において、使用中はその場を離れない旨が取扱説

明書に記載されているなど、使用中は使用者が機器の前にいる事を前提とした製品であるが、自

動運転機能の搭載により利便性が高まることで、使用中に機器から離れてしまう恐れが懸念され

る。機器使用中にその場を離れない旨を効果的に使用者に伝える手法について業界全体で検討し

ていく必要がある。また、「自動運転機能」という表現が、機器から離れても問題ないという誤解

を与えるため、表現の見直しも検討が必要と思われる。 
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4.2 長期使用時・経年劣化時の安全対策の検討 

《まとめ》 

NITEの事故情報データベースを用いて経年劣化に起因する事故事例を抽出し、各事故事例に対

して一般社団法人日本ガス石油機器工業会へのヒアリングを行った上で経年劣化事故の要因の分

析を行った結果、委員会において新たな技術基準の追加は不要と判断された。 

 

《提言》 

今回の調査において、埃や塵などが原因で発生した事故事例が多かった。一方で、使用者によ

る定期的な点検・掃除の実施によって埃や塵の堆積による事故を減らすことが出来ると思われる。

また、平成 19年に不完全燃焼防止装置の搭載を規定するなど、機器の安全性向上に資する技術基

準の改正はこれまでも行われている。これらの基準によって現行の製品では発生しない事故事例

も多い事が明確になった。さらに今後、自然給排気式バーナー付ふろがまにおける業界の自主基

準が公的な技術基準になるなど、事故率低減に向けた安全対策の強化に取り組んでいるところで

ある。一方で、使用者に対しても定期的な点検・清掃を促すことも重要であるため、業界として

使用者への効果的な啓発方法を検討する必要がある。 
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参考資料１ 

 

 

 

令和２年度 

   ガス燃焼機器に係る自動運転機能等に関する

技術基準の策定等調査委員会 

議事録 
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令和２年度 

第 1 回ガス燃焼機器に係る自動運転機能等に関する技術基準の策定等調査委員会  

議事録  

 

日     時：令和 3 年 1 月 7 日(木)10:00 ～ 12:00 

場    所：Microsoft Teams Web 会議 / 日本ガス機器検査協会 3 階 第 1 会議室 

 

出  席  者： (敬称略・順不同 ) 

委  員  長  植田  利久  (帝京大学 ) 

委     員  秋吉  セツ子  (特定非営利活動法人東京都地域婦人団体連盟 ) ※ 1 
 飯田  正史  (一般社団法人全国 LP ガス協会 ) 
 新田  浩章  (一般社団法人日本ガス石油機器工業会 ) 

 根村  玲子  
(公益社団法人日本消費生活アドバイザー・コンサルタ

ント・相談員協会 ) 
 花房  明  (リンナイ株式会社 ) 
 平野  順也  (パーパス株式会社 ) 

 平野  祐子  (主婦連合会 ) 

 本荘  崇久  (一般社団法人日本ガス協会 ) 

 前城  典昭  (株式会社ノーリツ ) 

 松木  亮  (国立研究開発法人産業技術総合研究所 ) 

 丹羽  哲也  (一般財団法人日本ガス機器検査協会 ) ※ 2 

ｵﾌﾞｻﾞｰﾊﾞｰ 林崎  公徳  (経済産業省  産業保安グループ  製品安全課 )※ 2 
 中谷  重  (           〃            ) 
 桒原  崇宏  (総務省  消防庁 ) 

 石塚  仁  (東京消防庁 ) 

 木原  隆史  (千葉市消防局 ) 

 山口  和也  (東京ガス株式会社 ) 

 佐宗  洋子  (東邦ガス株式会社 ) 

 八木  政彦  (大阪ガスマーケティング株式会社 ) 

事  務  局  森廣  泰則  (一般財団法人日本ガス機器検査協会 )※ 2 

 圓福  貴光  (              〃                 )※ 2 

 吉冨  達雄  (              〃                 )※ 2 

 関山  貴洋  (              〃                 )※ 2 

  ※ 1 書面審議  

  ※ 2 日本ガス機器検査協会  第 1 会議室での出席者  
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議題   

１．事務局挨拶及び委員紹介 

２．委員長の選出  

３．委員会規約の制定について  

４．｢ガス燃焼機器に係る自動運転機能等に関する技術基準の策定等調査｣事業     

について 

５．長期使用時・経年劣化時の安全対策の策定等調査  

６．ガス燃焼機器に係る自動運転機能に関する技術基準の策定等調査  

７．その他（今後のスケジュール等） 

 

配付資料  

資料No.1  委員会規約（案） ※委員限り 

資料 No.2 ガス燃焼機器に係る自動運転機能等に関する技術基準の策定等調査事業の検討内容 

資料 No.3-1 長期使用時・経年劣化時の安全対策についての検討内容(案) 

資料 No.3-2 長期使用製品安全点検制度について 

資料 No.4-1 ガス燃焼機器に係わる自動運転機能などに関する技術基準の検討内容 (案 ) 

資料 No.4-2 自動運転機能 ヒアリング調査結果と操作分類 

資料 No.4-3 自動運転機能に必要な安全対策の検討 

参考資料 1 ガス燃焼機器に係る自動運転機能等に関する技術基準の策定等調査事業 仕様書 

参考資料 2 ガス器具・ガス用品で指定されているガス燃焼機器の例  

参考資料 3 特定保守製品の見直しについて  

参考資料 4 通達上規定されている安全装置概要  

ガス燃焼機器に係る自動運転機能等に関する技術基準の策定等調査委員会  委員名簿  
 

議事摘録：  

１．事務局挨拶及び委員紹介  

事務局より開会の挨拶と委員の紹介があった。  
 

委託元挨拶  

事業の委託元である経済産業省  産業保安グループ  製品安全課より当事業

の背景の説明、出席の御礼などの挨拶があった。  
 

２．委員長の選出  

 事務局より植田委員に委員長をお願いしたい旨の提案があり、委員全員の承

認により植田委員が委員長に選出された。  
 

３．委員会規約の制定について  

 事務局より資料 No.1 を用いて委員会規約の制定についての説明があり、承認

された。  
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４．｢ガス燃焼機器に係る自動運転機能等に関する技術基準の策定等調査｣事業に

ついて  

事務局より資料 No.2 を用いて、｢ガス燃焼機器に係る自動運転機能等に関す

る技術基準の策定等調査｣事業について説明があった。  

 

５．長期使用時・経年劣化時の安全対策の策定等調査  

事務局より資料 No.3-1、資料 No.3-2、参考資料 3 を用いて、「長期使用時

・経年劣化時の安全対策の策定等調査の検討内容に関する説明」・「長期使

用製品安全点検制度が開始された経緯」・「制度の見直しに関して経済産業省

での検討の経緯」について説明があった後、質疑応答があった。  
 

〇長期使用・経年劣化の期間は、何年と考えているのか。  

→設計標準使用期間は機器毎に設定されるが、ガス石油機器工業会の会員に

おいて、ガス機器は 10 年とされている。  
 

〇不具合事例については、使用者が使用していて気づかない事例もあるのか。  

   →排気部の埃の詰まり等、日常の使用の中で使用者が気づきにくい事例もある。

そのような場合も製造事業者による点検で確認できる。  
 

   〇資料 No.3-1 の「 1.1 検討対象」において CF 式、 FE 式、 FF 式とある。資料

No.3-2 の「点検制度対象製品の経年劣化事故発生率の変化」については、石

油機器も記載されているが、本委員会では、石油機器も含めて検討していく

のか。  

   →都市ガス用・液化石油ガス用ガス機器のうち、 CF 式、 FE 式、 FF 式の 3 品目

について検討する。  

 

６．ガス燃焼機器に係る自動運転機能に関する技術基準の策定等調査  

事務局より資料 No.4-1 を用いて、「ガス燃焼機器に係る自動運転機能に関

する技術基準の策定等調査」の検討内容に関する説明があった。また、資料

No.4-2 を用いて、自動運転機能のヒアリング調査結果と操作分類についての

説明及び、資料 No.4-3 を用いて、自動運転機能に必要な安全対策の考え方に

ついての説明があった。以下の意見及び質疑応答があった後、 資料 No.4-1 

2.2.1「実機検証機器」及び 2.2.2「実機確認試験の内容」については承認され

た。        
 

〇安全に係る部分として、誤って子供やペットが操作する恐れも考え得ると  

思うが、操作部の位置については委員会の中では検討対象とはしないのか。  

→操作部の位置については、自動運転機能に関わらないため、今回の検討の対  

象とはしない。  
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   →こんろにはチャイルドロック機能があり、子供やペットによる意図しない操  

作を予防できる。  
 

〇こんろのチャイルドロック機能は、調理中にもかけられるのか。  

→チャイルドロック機能は、調理中にロックすると消火が出来なくなるので、

調理中はロックがかけられないようになっている。子供やペットによる意図

しない操作の予防は、こんろバーナーの口別にロックをかけるようになって

いるため、使用していないこんろバーナーにロックをかけて意図しない操作

の対応をしてもらいたい。  
 

〇資料 No.4-2 について、ヒアリング調査の時期とサンプル数はどのくらいか。  

→昨年 12 月に実施し、ガス石油機器工業会を通じて 8 社に対してヒアリング

を実施した。  
 

〇資料 No.4-2 について、 Si センサーなどの安全装置に係る自動運転機能部分

は検討対象に含まれるのか。  

→調理油過熱防止装置などの安全装置としての作動は今回の検討対象外とする

が、温度検知を行い自動調理する機能についても Si センサー（調理油過熱

防止装置）は利用されているため、この機能については検討対象となる。  
 

〇資料 No.4-2 p.2 の給湯機能について、給湯スイッチを押せば決められた温

度でお湯が出る場合は、自動運転機能に含まれるのか。  

→資料 No.4-2 p.2 の給湯機能の中の「給湯」の項目に含まれ、自動運転機能  

としての検討対象となる。  
 

〇資料 No.4-1 1.3「検討事象とする発生事象」に関して、自動運転機能を有す

る場合と有しない場合のリスクを比較検討するのか、資料 No.4-2 のヒアリ

ング調査により、自動運転に分類した事象に対して個々に検討するのか。  

→自動運転に分類した事象に対して個々に検討し、自動運転することに起因し

てリスクが増す場合の技術基準を検討する。  
 

〇資料 No.4-1 2.2.2「実機確認試験の内容」の表 2「実機確認試験一覧」につ

いて、具体的にどのような確認試験を行うのか。  

→「自動運転機能の性能確認」については、温度設定に対する精度や動作確

認、各自動運転機能の動作確認などを行う。「タイマー機能 (消し忘れ防止

タイマー )の性能確認」については、時間設定に対する精度や動作確認を行

う。また、「自動運転中に発生する可能性のあるリスクの検討と実機確認」

については、誤使用も含めて可能性のあるリスクを抽出し、想定したリスク

に対して実機で安全性について確認を行う。  
 

〇安全装置に係る機能と利用者の利便性を重視した機能を十分に区別して検討  
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すべきではないか。資料 No.4-1 2.2.2「実機確認試験の内容」の表 2「実機

確認試験一覧」の「自動運転中に発生する可能性のあるリスクの検討と実機

確認」については、自動運転をすることによる新たなリスクが生じるかとい

った視点で検討していく必要性があるのではないか。  

→当事業については、利用者の利便性の機能を重視しての検討と考えている。

自動運転することで発生する可能性のある各事象に対して可能な限りリスク

を想定して検討する。  
 

〇粘り気のある食材の煮物調理を自動運転機能で行うと、吹きこぼれが起きた

事があった。吹きこぼれ等については検討していくのか。  

→吹きこぼれが発生し失火に至った際に、ガス機器が安全に停止することを検

討範囲として考えている。  

→吹きこぼれが機器内部へ侵入した場合、機器の劣化が進むため、吹きこぼれ

も、リスクの 1 つとして考えられる。  
 

〇自動運転によって使用者の行動が変わる可能性に関して、リスクとしてはど  

のように捉えるのか。  

→ガス石油機器工業会の広報や機器の取扱説明書の中において、使用中は機器

から離れない旨の注意喚起をしているものの、自動運転によるリスクは残る

と考える。リスク回避の程度も含め、実験を行いながら検討していく。  
 

〇資料 No4-1 1.3 「検討事象とする発生事象」において、安全に消火したが機

器が損傷した場合など、二次的なリスクについても検討するかが不明確では

ないか。  

→機器損傷は、検討対象としない予定であったが、委員の皆さまから頂いたご

意見も踏まえて、改めて検討対象を事務局で検討する。  

 

 

７．その他（今後のスケジュール等）  

事務局より今後のスケジュールについて、第 2 回委員会は 2 月中旬を予定

している旨の説明があった。  

 

以上  
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令和２年度 

第２回ガス燃焼機器に係る自動運転機能等に関する技術基準の策定等調査委員会  

議事録  

 

日     時：令和 3 年 2 月 19 日(木)13:00 ～ 15:00 

場    所：Microsoft Teams Web 会議 / 日本ガス機器検査協会 3 階 第 1 会議室 

 

出  席  者： (敬称略・順不同 ) 

委  員  長  植田  利久  (帝京大学 ) 

委     員  秋吉  セツ子  (特定非営利活動法人東京都地域婦人団体連盟 )  
 飯田  正史  (一般社団法人全国 LP ガス協会 ) 
 新田  浩章  (一般社団法人日本ガス石油機器工業会 ) 

 根村  玲子  (公益社団法人日本消費生活アドバイザー・コンサルタ

ント・相談員協会 ) 
 花房  明  (リンナイ株式会社 ) 
 平野  順也  (パーパス株式会社 ) 

 平野  祐子  (主婦連合会 ) 

 本荘  崇久  (一般社団法人日本ガス協会 ) 

 前城  典昭  (株式会社ノーリツ ) 

 松木  亮  (国立研究開発法人産業技術総合研究所 ) 

 丹羽  哲也  (一般財団法人日本ガス機器検査協会 ) ※  

ｵﾌﾞｻﾞｰﾊﾞｰ 林崎  公徳  (経済産業省  産業保安グループ  製品安全課 ) 
 中谷  重  (           〃            ) 
 桒原  崇宏  (総務省  消防庁 ) 

 髙田  章  (東京消防庁 )  ※  

 伊東  洋一  (千葉市消防局 ) 

 山口  和也  (東京ガス株式会社 ) 

 佐宗  洋子  (東邦ガス株式会社 ) 

 八木  政彦  (大阪ガスマーケティング株式会社 ) 

事  務  局  森廣  泰則  (一般財団法人日本ガス機器検査協会 )※  

 圓福  貴光  (              〃                 )※  

 吉冨  達雄  (              〃                 )※  

 関山  貴洋  (              〃                 )※  

  ※日本ガス機器検査協会  第 1 会議室での出席者  

 

議題   

１．事務局挨拶 

２．前回議事録の確認【承認事項】  

３．長期使用時・経年劣化時の安全対策の策定等調査  

４．ガス燃焼機器に係る自動運転機能に関する技術基準の策定等調査  

５．その他（今後のスケジュール等） 
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配付資料  

資料No.1  第１回ガス燃焼機器に係る自動運転機能等に関する技術基準の策定等調査委員会 議事

録(案) 

資料 No.2-1 取り上げる事故事例について  

資料 No.2-2 経年劣化に起因する事故事例 

資料 No.2-3 事故事例に対する一般社団法人日本ガス石油機器工業会へのヒアリング結果  

資料 No.3-1 第 1 回委員会  ペンディング事項の整理  

資料 No.3-2 自動運転機能 実機検証 試験結果 

資料 No.3-3 ガス燃焼機器に係る自動運転機能に関するリスク検討と技術基準 (案 ) 

参考資料 1 液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律及び、ガス事

業法で指定されているガス燃焼機器（例）  

参考資料 2 通達上規定されている安全装置概要  

ガス燃焼機器に係る自動運転機能等に関する技術基準の策定等調査委員会 委員名簿  
 

議事摘録：  

１．事務局挨拶  

事務局より開会の挨拶及び出欠状況の報告があった。  

 

２．前回議事録の確認  

事務局より資料 No.1について説明があり、前回議事録（案）は承認された。 

 

３．長期使用時・経年劣化時の安全対策の策定等調査  

事務局より資料 No.2-1 を用いて、事故情報の収集フローと今回取り上げ

る事故情報について概要の説明があった。また、資料 No.2-2 を用いて各事

例について事務局より説明があった後、資料 No.2-3 を用いて日本ガス石油

機器工業会より資料 No.2-2 にある事故事例が現在生産されている製品で発

生する可能性についての見解の説明があった。その後、以下の質疑応答があ

った。  

 

〇資料 No.2-2 の事例 No.1-①において、「 2 年に 1 度の定期点検を推奨し

ている事が記載されている」とあるが、定期点検の連絡は使用者から連

絡するのか。  

→その通りである。また、ガス事業法に基づきガス事業者によって 4 年に

1 回のガス設備定期保安点検が実施されているため、この機会を用いて

定期点検を促すことができる。  

〇給気部に埃が付けば不完全燃焼防止装置で停止するとの説明であったが、

技術基準の中で、埃等の対策などの基準はあるのか。  

→フィルターが付いている機器は、フィルターに埃等が詰まる事で燃焼状態



 

- 72 - 

 

が悪くなり、最終的に不完全燃焼防止装置が働き機器が停止する。フィル

ターを付けることが出来ない機器は、バーナーに埃等が詰まり、部分的に

燃焼が悪くなることで、不完全燃焼防止装置が働き機器は停止する。不完

全燃焼防止装置の作動は、 JIA 検査基準でも確認している。  

〇長期使用時にその旨を使用者に知らせる機能はあるのか。  

→開放式や BF 式ふろがまなどの特定保守製品は長期使用をお知らせするタ

イムスタンプ機能を有している。  

〇不完全燃焼防止装置により機器が停止した際の復旧は、メンテナンス員

でしか復旧できないのか。  

→個々の事例によって異なってくる。フィルターに埃等が付着している場合

は、使用者がフィルターを掃除することにより復旧可能だが、そのような

場合においても機器内部にも侵入している可能性があるため、メーカーに

点検を依頼した方が良い。取扱説明書にも不完全燃焼防止装置のエラー番

号の説明と共に、メーカーにメンテナンスを依頼する旨が記載されている。  

〇熱交換部損傷安全装置が働いた場合は、機器が停止する事で安全を担保す

るようになっているのか。  

→その通りである。熱交換器に異常があった場合は、温度ヒューズや温度セ

ンサーにより温度を検知して機器を停止する。  

〇温度ヒューズなどによって機器が停止したあとは自動的に復帰するのか。  

→温度ヒューズの場合はヒューズが物理的に溶けるため復帰は出来ない。ヒ

ューズ以外の場合も技術基準によって自動復帰してはならないことが規定

されているため、メンテナンスにより対応しないと復帰出来ない。  

〇不完全燃焼防止装置は一酸化炭素濃度により検知しているのか。  

→ FE 式、 FF 式の機器の多くは電子制御のため、 CO センサーなどにより一定

の一酸化炭素濃度を検知して機器を停止する仕様になっている。 CF 式の機

器は温度センサーなどにより排気の逆流を検知して機器を停止している。  

 

質疑応答の他、委託元の経済産業省より以下の説明があった。   

   

今回の委員会で取り扱った事故事例に対するヒアリング（資料 No.2-3）に

おいて CF 式瞬間湯沸器は生産がないとの事ではあったが、技術基準の見直

しが必要であれば提案して貰いたい。  

また、 CF 式のバーナー付ふろがまや FE 式のバーナー付ふろがまについて、

今回取り扱った事故事例にはなかったが 2007 年以前の事故事例など範囲を

広げて検証してもらいたい。検討対象とする事故事例については、今後事務

局や日本ガス石油機器工業会とも調整する。  
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４．ガス燃焼機器に係る自動運転機能に関する技術基準の策定等調査  

 事務局より、第 1 回の委員会でのペンディング事項について資料 No.3-1 を

用いて説明があった。その後、資料 No.3-2 を用いて自動運転機能の実機検

証の試験結果について、資料 No.3-3 を用いてリスク検討と技術基準の案に

ついて説明があった後、以下の質疑応答があった。  

 

〇資料 No.3-1「第 1 回委員会ペンディング事項」に「例：煮こぼれした液体

がガス配管・電装品端子部等にかかり、ガス漏れ・漏電を引き起こす。」

と記載されているが、この内容は検討対象になるのか。  

→検討対象になる。  

〇資料 No.3-2 1.1 温度自動調整機能の温度確認における火力の条件の記載に

ついて、「鍋に大きさに調整する旨の記載」とあるが、鍋の大きさによっ

て火力を調節するという意味か。  

→その通りである。「鍋の大きさに調整する旨の記載」に修正する。  

〇資料 No.3-2 の 1.4 煮こぼれ防止に関して、試験結果では煮こぼれが起きて  

も端子などへの接触はなく、煮こぼれを防護している板で防いだとのこと

であったが、実際の経験として機器の底板に侵入したことがあった。資料

No.3-2 における油温の温度自動調節機能やタイマー機能、煮こぼれ試験に

ついて、メーカーでも同様の試験を行っているのか。  

→新機種の開発時に、温度自動調整機能の温度制御の確認を行っている。ま

た、天ぷら油の油量 250ml の条件について、取扱説明書に記載はないが確

認している。タイマー機能、煮こぼれ試験についても同様である。煮こぼ

れ試験については、 JIA 検査基準でも試験を実施している。  

〇資料 No.3-2 表 1 において、 130℃に設定され試験が実施されている。 130℃

設定で天ぷら調理をすることはないと思われるが、 130℃に設定できるも

のなのか。  

→ 130℃に設定できる。ただし、天ぷらではなく、フライパンなどを用いた

焼き物調理を想定した設定である。  

〇資料 No.3-3 1.「自動運転により考慮すべきリスクの整理」において、「機

器使用時に発生する可能性のある不安全事象」は自動運転に関わらず発生

する可能性のあるものということか。  

→その通りである。  

〇資料 No.3-3 において、煮こぼれに関して端子部等にかからない構造や被加

熱物の過熱温度の上限などは、自動運転に関わらずリスクになるが、これ

までの技術基準では規定されていないのか。  

→通達上の技術基準では規定されていない内容であるが、 JIS 基準や JIA 検

査基準では規定している。  
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〇資料 No.3-3 p.5「一般こんろ /こんろ」 (1)(3)において、業務用も一部含

んでいるとの事だが、関係する業界にも確認するべきではないか。  

→業務用機器については日本厨房工業会が業界団体となっている。日本厨房

工業会には事前に説明・ヒアリングを実施している。第 3 回の委員会には

オブザーバーとして出席頂く予定である。  

〇資料 No.3-3 p.5「一般こんろ /こんろ」 (3)において「不点火を防止する機

能」とはどういう場合を想定しているのか。  

→技術上の基準に不点火を防止する機能を有することの規定がある。バーナ

ー近くに点火ヒーターを有することで、不点火によって未燃焼ガスが出る

状態になっても再点火する機器を想定している。  

 

質疑応答の他、委託元の経済産業省より以下の説明があった。  

 

「令和 2 年度 IoT 化等が考えられる電気用品等機器に係る製品安全の確保

の在り方に関する検討会」での議論も踏まえて、自動運転の基準にも反映さ

せたいので、電気用品の基準も比較した上で検討を進めて貰いたい。  

 

５．その他（今後のスケジュール等）  

事務局より第 3 回委員会は 3 月 19 日 15 時からを予定していることの連絡が

あった。また、第三回委員会に向けて引き続き協力の依頼があった。  

 

以上  



 

- 75 - 

 

令和２年度 

第３回ガス燃焼機器に係る自動運転機能等に関する技術基準の策定等調査委員会  

議事録  

 

日     時：令和 3 年 3 月 19 日(金)15:00 ～ 16:40 

場    所：Microsoft Teams Web 会議 / 日本ガス機器検査協会 3 階 第 1 会議室 

 

出  席  者： (敬称略・順不同 ) 

委  員  長  植田  利久  (帝京大学 ) 

委     員  秋吉  セツ子  (特定非営利活動法人東京都地域婦人団体連盟 ) ※ 1 
 飯田  正史  (一般社団法人全国 LP ガス協会 ) 
 新田  浩章  (一般社団法人日本ガス石油機器工業会 ) 

 根村  玲子  
(公益社団法人日本消費生活アドバイザー・コンサルタ

ント・相談員協会 ) 
 花房  明  (リンナイ株式会社 ) 
 平野  順也  (パーパス株式会社 ) 

 平野  祐子  (主婦連合会 ) 

 本荘  崇久  (一般社団法人日本ガス協会 ) 

 前城  典昭  (株式会社ノーリツ ) 

 松木  亮  (国立研究開発法人産業技術総合研究所 ) 

 丹羽  哲也  (一般財団法人日本ガス機器検査協会 )  

ｵﾌﾞｻﾞｰﾊﾞｰ 林崎  公徳  (経済産業省  産業保安グループ  製品安全課 ) 
 中谷  重  (           〃            ) 
 桒原  崇宏  (総務省  消防庁 ) 

 石塚  仁  (東京消防庁 ) 

 木原  隆史  (千葉市消防局 ) 

 山口  和也  (東京ガス株式会社 ) 

 佐宗  洋子  (東邦ガス株式会社 ) 

 八木  政彦  (大阪ガスマーケティング株式会社 ) 

 吉野  高広  (一般社団法人日本厨房工業会 ) 

事  務  局  森廣  泰則  (一般財団法人日本ガス機器検査協会 )※ 2 

 圓福  貴光  (              〃                 )※ 2 

 吉冨  達雄  (              〃                 )※ 2 

 関山  貴洋  (              〃                 )※ 2 

  ※ 1 書面審議  

  ※ 2 日本ガス機器検査協会  第 1 会議室での出席者  
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議題   

１．事務局挨拶 

２ . 前回議事録の確認  

３．長期使用時・経年劣化時の安全対策の策定等調査  

４．ガス燃焼機器に係る自動運転機能に関する技術基準の策定等調査  

５．その他 

 

配付資料  

資料No.1  令和2年度第2回ガス燃焼機器に係る自動運転機能等に関する技術基準の策

定等調査委員会 議事録(案) 

資料 No.2-1 経年劣化に起因する事故事例 (2007年以前のもの ) 

資料 No.2-2 2007年以前の事故事例に対する一般社団法人日本ガス石油機器工業会へ

のヒアリング結果  

資料 No.2-3 事故事例収集結果と分析 

資料 No.3-1 自動運転機能の技術基準の追加検討 

資料 No.3-2 ガス燃焼機器に係る自動運転機能等に関する技術基準の策定等調査委員会

として追加提案する技術基準(案） 

参考資料 1 製品評価技術基盤機構 (NITE) 事故原因区分表  

参考資料 2 第二回委員会資料・経年劣化に起因する事故事例  

参考資料 3 第二回委員会資料・事故事例に対する一般社団法人日本ガス石油機器工

業会へのヒアリング結果  

参考資料 4 

 

第二回委員会資料・ガス燃焼機器に係る自動運転機能に関するリスク検

討と技術基準 (案 ) 

ガス燃焼機器に係る自動運転機能等に関する技術基準の策定等調査委員会  委員名簿 
 

議事摘録：  

１．事務局挨拶  

事務局より開会の挨拶及び出欠状況の報告があった。  

 

２．前回議事録の確認  

事務局より資料 No.1について説明があり、前回議事録（案）は承認された。 

 

３．長期使用時・経年劣化時の安全対策の策定等調査  

事務局より資料 No.2-1 及び、資料 No.2-2 を用いて、 2007 年以前の事故事

例と事故事例に対する一般社団法人日本ガス石油機器工業会へのヒアリング

結果についての説明があった。また、資料 No.2-3 を用いて、これまでの事

故事例の収集結果と要因を踏まえ、技術基準の追加の要否についてのまとめ

の説明があった。その後、以下の質疑応答を経て、半密閉式自然排気式 (CF

式 )及び半密閉式強制排気式 (FE 式 )、密閉式強制給排気式 (FF 式 )のガスバー
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ナー付ふろがま /バーナー付ふろがま /ガス瞬間湯沸器 /瞬間湯沸器、密閉式

自然給排気式 (BF 式 )ガス瞬間湯沸器 /瞬間湯沸器において、特定保守製品の

対象品目から外れた場合においても、特定保守製品以外の品目と同等の安全

性を担保できていると考えられることから、技術基準の新たな追加は不要と

判断することについて承認された。  

 

〇特定保守製品であるかないかによる違いは何か。  

⇒経緯として、事故が多い製品に対して特定保守製品として指定することで、

事故を減らしていくことを目的に制度が開始された。近年の事故が減少し

ていることから、特定保守製品から外すこととなり、その場合の安全性に

対する検討が今回の議題となっている。  

〇今回の調査から、経年劣化の事故事例は多くないこと、また原因が特定さ

れていることからも、対象品目から外れても安全性は担保出来るという事

でまとめられるのか。  

⇒そうである。  

 

４．ガス燃焼機器に係る自動運転機能に関する技術基準の策定等調査  

 事務局より資料 No.3-1 を用いて、電気用品安全法の類似製品での基準・

過去の事故事例から追加提案する技術基準がないかの検討について説明があっ

た。引き続き、資料 No.3-2 を用いて委員会として提案する技術基準（案）

について説明があり、以下の質疑応答を経て、ガス燃焼機器に係る自動運転

機能に関する技術基準 (案）は承認された。 

 

〇IoT 化においてはハッキング等、使用者の意思に関わらずに操作される危険性

もあるが、そのようなリスクに対しても検討されているのか。 

⇒今回の委員会での検討内容は、インターネットにつながらなくても、器具本体

で操作できる自動運転機能を対象としており、IoT 化される機器については、

昨年度検討された遠隔操作に関する基準が該当すると認識している。ハッキン

グ等の通信に関するリスクの考え方については、株式会社 NTT データ経営研究

所を事務局として「電気用品等製品の IoT 化等による安全確保の在り方に関

する動向調査」において検討されている。 

〇今回の調査は、赤熱体を有しているものにあってはどのような基準となってい

るのか、ON タイマーは禁止となっているということでよいか。 

⇒赤熱体を有しているものや裸火のものにおいても、ON タイマーについては禁止 

とするが、点火後の能力調整については認める方向で検討する。遠隔操作の観

点では、技術基準の中で赤熱体を有しているものや裸火のものにおける見えな

い位置からの点火操作は禁止している。 

〇こんろの場合、グリル窓が高温になることから、子供を近づけさせない旨の注
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意も取扱説明書に記載してはどうか。 

⇒自動運転をすることで生じるリスクについて検討しているため、自動運転の有

無に関わらず存在するリスクについては、別途一般社団法人ガス石油機器工業

会なども交えて、検討していく。 

〇使用者は自動運転機能のリスクに関して分からないことが多いと思われるので、 

機器設置時に説明等して頂くよう運用などを検討してほしい。 

⇒関係団体と共に検討していく。 

〇事故要因において使用者の誤操作も多いとのことだが、ピクトグラムや警告表 

示などについても将来的に検討してほしい。使用者は取扱説明書を読まない傾

向にあるので、注意喚起において絵表示などのわかりやすい方法を検討してほ

しい。 

⇒関係団体と共に検討していく。 

〇資料 No.3-1 p4 図 1 及び図 2 において、「調理油過熱防止装置(全口)義務化」

と記載があるが、業務用こんろは対象ではないため、明確になるように記載し

てほしい。 

⇒業務用こんろは含まれていない事が明確になるように補足を加える。 

〇資料 No3-2 p1 のこんろの「2．取扱説明書に使用中離れないこと・可燃物を

近くに置かない旨の記載があること」やストーブの「2．取扱説明書に可燃

物を近くに置かない旨の記載があること」については、自動運転に関して

検討していた中で、自動運転の有無に関わらず生じるリスクがある事が明

らかになったため、今回検討されたということか。  

⇒その通りである。  

 

５．その他  

事務局より、報告書に出席者の氏名と所属が記載されるので、不都合が

あれば事務局までご連絡いただきたい旨と、議事録の確認についてのお願

いがあった。  

最後に、委託元である経済産業省  産業保安グループ  製品安全課より、

当事業に対してご協力頂いたことへのお礼と、技術基準の策定に向けて引

き続きご協力をいただきたい旨のお願いがあった。  

-以上  




